
 

 

 

(3）木質バイオマスの活用の推進 

勧          告 説明図表番号 

戦前・終戦直後の我が国において、薪や木炭は日常的に利用される重要なエネル

ギー源の一つであったため、間伐等により発生した、製材や合板に適さない低品質

の材木であっても一定の需要があったが、高度経済成長に伴う、いわゆる「エネル

ギー革命」（注 1）によって、我が国の主要なエネルギー源は石油などの化石燃料に転

換したことから、その需要は減少した。 
しかし、石油などの化石燃料は、大部分を輸入に頼っており、その資源量も有限

であることや、エネルギーを得る燃焼の段階で大気中に多くの二酸化炭素を放出

し、地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの濃度を高める原因となっているとの

指摘もある（注 2）ことから、近年では、発電時や熱利用時にも二酸化炭素を排出しな

い太陽光や風力、カーボンニュートラルなバイオマス（化石燃料以外の再生可能な

生物由来の有機性資源）（注 3）などの再生可能エネルギー源（注 4）に注目が集まってい

る。 
このような中、平成 23 年 8 月に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）

が成立し、24 年 7 月から、再エネ特措法に基づき、経済産業大臣が認定した再生可

能エネルギー源を電気に変換する設備（以下「再生可能エネルギー発電設備」とい

う。）により発電された電気については、電気使用者が電気料金の一部として支払

う賦課金を原資として、電気事業者に一定の期間、固定の価格（以下「調達価格」

という。）で買い取ることを義務付ける制度（以下「固定価格買取制度」とい

う。）の運用が開始されており、木質バイオマス（バイオマスのうち木竹に由来す

るものをいう。以下同じ。）も、固定価格買取制度における再生可能エネルギー源

の一つとされている。 

この木質バイオマスについては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法施行規則（平成 24 年経済産業省令第 46 号。以下「再エネ特

措法施行規則」という。）第 3 条において、その種類が規定されており、具体的に

は、①森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス

（輸入されたものを除く。）（再エネ特措法施行規則第 3 条第 24 号及び第 25 号。

以下「間伐材等由来のバイオマス」という。）、②木質バイオマス（再エネ特措法

施行規則第3条第26号及び第27号。以下「一般木質由来のバイオマス」という。）

（注 5）、③建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成

12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。）第 2 条第 2 項に規定する

建設資材廃棄物（注6）をいう。）（再エネ特措法施行規則第 3条第 28号。以下「建設

資材廃棄物由来のバイオマス」という。）の 3 種類とされている。 

これらの木質バイオマスの発生量と利用率については、バイオマス活用推進基本

法（平成 21 年法律第 52 号）第 20 条第 1 項の規定に基づき策定した「バイオマス活

用推進基本計画」（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）によると、一般木質由来のバイ

オマスに相当する製材工場等残材（注 7）や、建設資材廃棄物由来のバイオマスに相当

する建設発生木材（注 8）は、製紙原料などの既存の用途での利用が進んでおり、いず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-① 
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勧          告 説明図表番号 

れも年間発生量に対して 90％以上の高い割合で利用されているのに対し、間伐材等

由来のバイオマスに相当する林地残材（注 9）は、年間約 800 万トン発生しているもの

の、その約 9％しか利用されていない状況となっている。 

このようなことから、政府は、同計画において、林地残材の利用率を、現状の約

9％から、発電燃料の利用を拡大することなどによって、平成 37 年までに約 30％

（年間約 240 万トン）以上とする目標を設定している。 

再エネ特措法に基づき、経済産業大臣の認定を受けた木質バイオマスを主燃料と

する発電設備（以下「木質バイオマス発電設備」という。）の認定件数の推移をみ

ると、年々増加しており、平成 24 年度末時点で 8 設備（1 設備が運転開始済み）で

あったものが、27 年度末時点では、222 設備（87 設備が運転開始済み）（注 10）とな

り、このうち 75設備（35設備が運転開始済み）は、間伐材等由来のバイオマスを主

燃料とする発電設備となっている。 

また、経済産業省では、関係省庁や調達価格等算定委員会（注 11）の意見を尊重し

て、毎年度策定している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法第 3 条第 1 項及び同法附則第 6 条で読み替えて適用される同法第 4 条

第 1 項の規定に基づき、同法第 3 条第 1 項の調達価格等並びに調達価格及び調達期

間の例に準じて経済産業大臣が定める価格及び期間を定める件」（平成 24 年経済産

業省告示第 139 号。以下「再エネ特措法に基づく告示」という。）において、再生

可能エネルギー源ごとの調達価格及び調達期間を設定している。平成 28 年度におけ

る木質バイオマスの1kwh（キロワットアワー）（注12）当たりの調達価格及び調達期間

をみると、調達期間は 20 年で、調達価格（消費税を除く。以下同じ。）は、①間伐

材等由来のバイオマスが発電規模に応じ 40 円又は 32 円（注 13）、②一般木質由来のバ

イオマスが 24 円、③建設資材廃棄物由来のバイオマスが 13 円となっており、間伐

材等由来のバイオマスの調達価格が木質バイオマスの中で最も高い価格とされてい

る。 

林野庁では、木質バイオマスの種類により調達価格の設定が異なっていることを

踏まえ、当該種類の適切な識別、証明が行われなければ、調達価格が適正に適用さ

れない事態も懸念される等として、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のた

めのガイドライン」（平成 24 年 6 月。以下「木質バイオマス証明ガイドライン」と

いう。）を策定し、木質バイオマス発電設備の燃料となる間伐材等由来のバイオマ

ス及び一般木質由来のバイオマスについて、伐採段階及び加工・流通段階における

当該種類ごとの由来の証明や分別管理の際に留意すべき事項等を定めている。 

このように、固定価格買取制度の導入に伴い、従来、用途が限られていた間伐材

が、木質バイオマス発電設備の燃料としての利用が拡大されることによって、手入

れの遅れている森林の間伐が促進され、未利用となっていた森林資源の活用にもつ

ながることが期待されている。 

（注1） 「エネルギー革命」とは、一般的には、主要なエネルギー資源が他の資源に急激に移行す

ることを指すが、我が国の場合、高度経済成長期における、低廉かつ安定的なエネルギーの

供給を目指して、従前の石炭中心のエネルギー資源から石油中心のエネルギー資源へ転換し

たことを指すことが多い。 
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勧          告 説明図表番号 

（注2） 「温室効果ガス」とは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類など、大気中にあ

って、太陽光により暖められた地表面から宇宙空間に向かって放射される赤外放射を吸収

し、それを地表面に向かって再放射することによって、地球の気温を温暖に保つ役割を持つ

気体の総称である。温室効果ガスの濃度が高まり過ぎると、地球の平均気温が上昇し、いわ

ゆる「地球温暖化」に影響を及ぼすといわれている。我が国においては、温室効果ガスの中

でも、二酸化炭素の排出量が最も多く、これを大幅に削減することが求められている。 

（注3） 「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉を足し合わせた造語であ

り、一般的には、再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く。）のことを指す。バ

イオマスを燃焼させることにより放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で光合成により

大気中から吸収されたものであり、バイオマスは大気中の二酸化炭素を増加させない「カー

ボンニュートラル」と呼ばれる特性を有している。 

（注4） 「再生可能エネルギー源」とは、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号）による

と、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして、太陽光、

風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定され

ている。 

（注5）  再エネ特措法施行規則第3条第26号及び第27号では、農作物の収穫に伴って生じるバイオ

マスについても規定されているが、当該バイオマスは、木質バイオマスではなく、今回は調

査の対象としていないため、本文では記載を省略した。 

（注6） 「建設資材廃棄物」とは、建設リサイクル法第2条第2項において、土木建築に関する工事

に使用する資材（建設資材）が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和45年法

律第137号）第2条第1項）となったものとされている。 

廃棄物には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によると、「一般廃棄物」と「産業廃

棄物」があり、産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第2条において具体的に規定されており、建設業に係るもので、工作物の新築、改築

又は除去に伴って生じた木くずについては、産業廃棄物と規定されている。 

（注7） 「製材工場等残材」とは、一般的に製材工場等から発生する端材や樹皮などの残材のこと

をいう。 

（注8） 「建設発生木材」とは、一般的に土木工事の建設現場や住宅などを解体する時に発生する

木材のことをいう。 

（注9） 「林地残材」とは、間伐や主伐により伐採された木材のうち、未利用のまま林地に残置さ

れている間伐材や枝条等のことをいう。 

（注10） 本文中で紹介した平成24年度末時点及び27年度末時点における木質バイオマス発電設備の

件数（運転開始済みを含む。）は、資源エネルギー庁が「固定価格買取制度情報公開用ウェ

ブサイト」に掲載している設備認定件数に関するデータを引用したが、同庁では、一般木質

由来のバイオマスを主燃料とする発電設備と農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを主燃

料とする発電設備を区分していないため、農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを主燃料

とする発電設備の件数を含む数である。 

（注11） 「調達価格等算定委員会」とは、再エネ特措法第67条の規定に基づき、資源エネルギー庁

に設置された審議会等である。経済産業大臣は、調達価格及び調達期間を定めようとすると

きは、再エネ特措法第3条第7項の規定に基づき、調達価格等算定委員会の意見を聴かなけれ

ばならないとされている。 

（注12） 「kwh（キロワットアワー）」とは、1時間当たりの電力量を表す単位であり、1キロワッ

トは1,000ワットに相当する。 

（注13） 間伐材等由来の木質バイオマスの調達価格は、発電規模に応じて、異なった価格が設定さ

れており、2,000kw未満の場合は、1kwh 当たり40円、2,000kw以上の場合は、同32円とされ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、平成 28 年 1 月末時点において運転開始済みであった主に間伐材等由来のバ

イオマスを用いて発電する設備の中から、21 設備を抽出し、当該発電設備を保有す

る 21 発電事業者及び当該発電設備に燃料チップを納入する 38 チップ加工事業者等

において、当該発電設備における間伐材等由来のバイオマスを加工した燃料チップ

（以下「間伐材等由来の燃料チップ」という。）の調達状況、木質バイオマス証明

ガイドラインの対応状況等について調査した結果は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

ア 発電設備における間伐材等由来の燃料チップの調達状況 

  再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した電気を電気事業者に対し供給し

ようとする者は、再エネ特措法第 9 条第 1 項の規定に基づき、再生可能エネルギ

ー発電事業の実施に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することが

でき、バイオマスを電気に変換する設備（以下「バイオマス発電設備」とい

う。）については、再エネ特措法施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 8 号の規定に基づ

き、発電に利用されるバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の使用予定数

量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書

類（以下「バイオマス燃料の使用計画書」という。）を添付し、同省に申請する

こととされている。 

 バイオマス発電設備の認定に係る申請書を受理した経済産業省においては、再

生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること（再エネ特

措法施行規則第 5 条第 1 項第 1 号）などの認定基準に適合しているかの審査が行

われるほか、①発電に係るバイオマス比率を毎月 1 回以上定期的に算定し、か

つ、バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること（再エネ特措法施行

規則第 5 条第 1 項第 11 号イ）、②発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオ

マスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼす

おそれがない方法で発電すること（再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項第 11 号

ロ）、③発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること

（再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項第 11 号ハ）（注 14）などの認定基準に適合し

ているかの審査を行うこととされている。 

また、バイオマス発電設備については、再エネ特措法第9条第 4項及び電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令（平成 23 年政

令第 362 号）第 1 条第 1 項の規定に基づき、経済産業大臣が認定を行うに当たっ

て、他産業への影響を確認する観点から、関係大臣と事前の協議を行うこととさ

れている。このため、経済産業省では、木質バイオマス発電設備の認定に係る申

請があった際には、農林水産省や環境省等と事前協議を行っているが、木質バイ

オマス発電設備の安定稼働を確保するために、当該協議を受けた農林水産省（林

野庁）では、認定申請を行った事業者に、関係する都道府県の林務部局等を交え

たヒアリングを行うなどして、燃料となる当該バイオマスが安定的に供給される

ことや、認定により製紙パルプなど当該バイオマスの既存の用途への影響が少な

いことなどを確認している。 

さらに、再エネ特措法の規定に基づき再生可能エネルギー発電設備の認定を受

けた発電事業者は、再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項第 7 号の規定に基づき、

毎年度 1 回、発電量等を経済産業大臣に報告しなければならず、発電事業者の中

でもバイオマス発電設備の認定を受けた事業者については、燃料種ごとの単価、

総額、使用量等を報告しなければならないとされている（以下「経済産業大臣へ

の定期報告」という。）。 
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 調査対象とした 21 発電事業者が保有する 21 発電設備において、間伐材等由来

の燃料チップの年間使用予定数量（注 15）と年間使用実績量（注 16）を比較したとこ

ろ、12 発電設備では、年間使用予定数量どおり又はそれを上回る年間使用実績量

であったが、残りの 9 発電設備では、最少で 0.2 万トンから最大で 3.1 万トン（注

17）の範囲で年間使用実績量が年間使用予定数量を下回っていた。 

  当該 9 発電設備を保有する 9 発電事業者のうち 6 発電事業者では、周辺地域に

相次いで開設された発電設備や既存の製紙工場と調達が競合し、買取価格が上昇

したことなどにより、計画どおり間伐材等由来の燃料チップを調達できなかった

としており、この中には、周辺の発電設備との競合によって、間伐材等由来の燃

料チップが思うように調達できなかったため、発電設備の運転を 1 か月間停止さ

せたのみならず、当初の計画にはなかった他県の新たな調達先から代替の燃料チ

ップを確保せざるを得なかった発電事業者（1 発電事業者）もみられた。 

また、間伐材等由来の燃料チップの今後の調達見通し等について、調査対象と

した 21発電事業者に確認したところ、19発電事業者では、同業他社との調達の競

合が顕在化又は激化することを懸念するとしている。 

なお、林野庁では、従前から、再エネ特措法に基づき、経済産業省から協議を

受けた際は、関係者にヒアリングを行うなどして、素材生産事業者等との供給に

関する協定の締結状況を確認し、燃料チップが安定的に調達できるか等の確認を

行っているが、これに加え平成 27 年 7 月以降は、より円滑な確認を行うため、

「未利用間伐材等を燃料とする木質バイオマス発電設備認定の申請をされる事業

者の方へ」及び「FIT（注 18）設備認定における事前チェックについて」を公表し、

発電設備の認定申請を行う事業者に対して、事前に都道府県の林務部局等に当該

発電計画を説明し、燃料となる木材の賦存状況との整合性等の確認を促すととも

に、都道府県林務担当者、木材供給者等と調整の上、発電計画の内容や供給先ご

との調達予定数量の内訳などを求めるなどの対応を行っているとしている。 

 

上記のとおり、既存用途との競合で計画どおり間伐材等由来の燃料チップを調

達できなかった発電事業者がみられ、今後、同業他社との調達の競合が顕在化・

激化し、更に調達が困難になると懸念されている状況を踏まえると、発電事業者

における安定的な燃料調達を図り、持続的な間伐材等の利用を促す観点から、関

係事業者において地域における木材の需給状況に応じた発電規模を検討するため

に参考となるような情報を提供することが有効と考えられる。そのため、農林水

産省及び経済産業省は、既に周辺地域で運転開始済みの発電設備のバイオマス燃

料の使用計画書における年間予定数量等と経済産業大臣への定期報告に掲載され

た国内の森林に係る木質バイオマスの種類ごとの使用量等の情報を共有すること

により、地域におけるバイオマス燃料のより精確な需給状況を把握し、その結果

を、木質バイオマス発電設備の認定申請をしようとする者や既存の発電事業者等

に対し提供することが求められる。 

（注14） バイオマス発電設備の認定基準の一つである「発電に利用するバイオマスを安定的に

調達することが見込まれること」については、電気事業者による再生可能エネルギー電
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勧          告 説明図表番号 

気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成28年法律第59号）の公布に

伴い、平成28年7月に公布された電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成28年経済産業省令第84 号）において

追加された新たな認定基準であり、同基準は29年4月以降に認定を受ける発電事業者に適

用される。 
（注15） 「年間使用予定数量」については、調査対象とした発電事業者が保有する発電設備

が、再エネ特措法施行規則第4条の2第2項第8号（平成28年の改正前は再エネ特措法施行

規則第7条第2項第5号）の規定に基づき、経済産業大臣に対し、木質バイオマス発電施設

の認定を受けた際に提出した「バイオマス燃料の使用計画書」に基づく数値である。 

ただし、調査対象とした発電事業者が保有する発電施設が運転開始前までに燃料チッ

プの種類の追加を行うため、再エネ特措法第10条第1項（平成28年の改正前は再エネ特措

法第6条第4項）の規定に基づき、経済産業大臣に変更認定申請を行っている場合は、同

申請時に提出した「バイオマス燃料の使用計画書」に基づく数値である。 

（注16） 「年間使用実績量」については、当省が調査対象とした発電事業者から入手した運転

日誌等を基に把握した平成26年12月から27年11月までの1年間に使用した燃料チップの量

である。 

ただし、設備の運転開始時期が平成26年12月以降の場合は、その運転開始時点から27

年11月までの間に使用した燃料チップの量を基にして、1か月分の燃料チップ使用量（平

均値）を算出し、当省が1年分の使用実績を推計したものであり、調査対象とした発電設

備が平成27年12月以降に運転を開始している場合は、その運転開始時点から28年1月まで

の間に使用した燃料チップの量を基にして、1か月分の燃料チップ使用量（平均値）を算

出し、当省が1年分の使用実績を推計したものである。 

（注17） 各発電設備における燃料チップの調達状況を統一的に比較するため、当省が各発電設

備の保有事業者から計画時及び実際に使用していた燃料チップの重量と水分率を確認

し、同水分率を基に、水分率が0％とした場合の燃料チップの重量に換算したものであ

る。 

（注18） 「FIT」とは、feed in tariffの略で、固定価格買取制度のことをいう。 

 

イ チップ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況 

  林野庁では、前述のとおり木質バイオマス証明ガイドラインを通じて、間伐材

等由来のバイオマス及び一般木質由来のバイオマスの具体的な定義を明示してい

るほか、素材生産事業者等による原木の伐採段階とチップ加工事業者等による加

工・流通段階等において、木質バイオマスの由来等に関する証明書類を作成する

とともに、複数の種類の木質バイオマスを取り扱う場合は、適切に分別管理を行

うことを示すなど、供給者がこれらの木質バイオマスの証明に取り組むに当たっ

て留意すべき事項について、関係団体や関係事業者等に周知している。木質バイ

オマス証明ガイドラインで規定された木質バイオマスの具体的な範囲及び由来の

証明方法の概要は、次の①及び②のとおりである。 

なお、木質バイオマス証明ガイドラインでは、素材生産事業者等及びチップ加

工事業者等は、販売先に対して交付した証明書の写し、仕入先から交付された証

明書その他の関係書類を少なくとも 5 年間保管することとされ、その証明の根拠

について、販売先等から求められた場合は、関係書類等を提示できるようにして

おく必要があるとされている。 

① 木質バイオマスの具体的な範囲 

ⅰ） 間伐材等由来のバイオマス 

間伐材のほか、森林経営計画の対象森林（森林法第 11 条第 5 項等）、保

安林等（森林法第 25 条等）又は国有林野施業実施計画（国有林野管理経営

規程（平成 11 年農林水産省訓令第 2 号）第 12 条第 1 項）等の対象森林に
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勧          告 説明図表番号 

おいて、法令に基づき適切に設定された施業規範等に従い、伐採、生産さ

れた木材 

ⅱ） 一般木質由来のバイオマス 

   木材の加工時等に発生する、端材、おがくず、樹皮等のいわゆる製材等

残材のほか、製材等残材以外の木材であって、由来の証明が可能なもの  

 

② 木質バイオマスの由来を証明する具体的な方法 

ⅰ） 伐採段階 

素材生産事業者等は、販売先に対し、間伐材等由来のバイオマス又は一

般木質由来のバイオマスであることを証明する証明書を交付する必要があ

るとされており、その証明書には、販売する木材が間伐材等由来のバイオ

マス又は一般木質由来の木質バイオマスである旨を記載するとともに、当

該木材の販売先、数量等基礎的な情報のほか、森林の伐採箇所、伐採面積

等について記載する必要があるとされている。 

また、上記の証明書には、伐採及び伐採後の造林の届出書（森林法第 10

条の 8）や森林経営計画の認定書（森林法第 11 条第 5 項）などの関連書類

の写し（以下「根拠書類」という。）を添付することとされている。 

なお、証明書については、証明に必要な事項を納品書等に記載するこ

と、又は証明に必要な事項が記載されている既存の書類の写しを納品書等

に添付することをもって代えることができることとされている。 

ⅱ） 加工・流通段階 

チップ加工事業者等は、販売先に対し、間伐材等由来のバイオマス又は

一般木質由来のバイオマスであることを証明する証明書を交付する必要が

あるとされており、その証明書には、販売する木材が間伐材等由来のバイ

オマス又は一般木質由来のバイオマスである旨を記載するとともに、当該

木材の樹種、数量等の情報を記載することとされている。 

 

調査対象とした 21 発電設備のうち、回答が得られた 19 発電設備について、素

材生産事業者等からチップ加工事業者等を経て納入された間伐材等由来の燃料チ

ップ又は一般木質由来の燃料チップの 98 納入ルート（注 19）（間伐材等由来：82、

一般木質由来：16）を抽出し、同ルート上で燃料チップの納入に関わった 38 チッ

プ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況を調査した

ところ、次のとおり、木質バイオマスの由来を客観的に立証することが困難な例

がみられるなど、木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなか

った例がみられた。 

① 本来であれば間伐材等由来のバイオマスの対象とはならない主伐された原木

（注 20）を素材生産事業者等が間伐材等由来の木材としてチップ加工事業者等に納

入し、チップ加工事業者等が間伐材等由来の燃料チップとして発電設備に納入

しており、誤った燃料区分を適用していた例（1発電設備 2納入ルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-イ

-① 

図表 2-(3)-イ

-②-ⅰⅱ 

図表 2-(3)-イ

-③ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

② チップ加工事業者等が、伐採段階において必要な証明書若しくは根拠書類を

素材生産事業者等から入手せず、又は加工･流通段階において必要な証明書を作

成せず、間伐材等由来のバイオマス又は一般木質由来のバイオマスとして発電

設備に燃料チップを納入していた例（11 発電設備 29 納入ルート） 

③ 素材生産事業者等から伐採段階において必要な証明書及び根拠書類は提出さ

れていたが、記載内容が不十分で、当該証明書に記載すべき森林の伐採箇所と

根拠書類に記載すべき森林の伐採箇所とを照合できなかった例（10 発電設備 30

納入ルート） 

ⅰ） 証明書又は根拠書類に森林の伐採箇所が未記載のため、両者の伐採箇所を

照合できなかった例（7 発電設備 12 納入ルート） 

ⅱ） 証明書に森林の伐採箇所の記載はあったが、市町村名のみであるなど地番

までの詳細な記載がないため、根拠書類の伐採箇所と照合できなかった例

（4発電設備 12 納入ルート） 

ⅲ） 証明書と根拠書類で記載された森林の伐採箇所が林班と地番で表記が異な

るため、両者の伐採箇所を照合できなかった例（2発電設備 6納入ルート） 

 

木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなかったことについ

て、調査対象としたチップ加工事業者等では、関係事業者において木質バイオマ

ス証明ガイドラインに定められた木質バイオマスの範囲や由来の証明方法等の理

解が不足していたことを理由としている。 

また、一部のチップ加工事業者等からは、伐採段階における証明書に記載する

こととされている森林の伐採箇所について、次のような意見が聴かれた。 

① 現行の木質バイオマス証明ガイドラインでは、具体的な記載方法までは定め

られていないため、市町村名までの記載で十分と判断してしまう者がいる。 

② 原木の伐採箇所を林班等の細部まで把握していたとしても、対象の森林が複

数あり広範囲に至る場合は、証明書の様式に全ての伐採箇所を記載しきれない

ため、詳細な伐採箇所を割愛している者がいる。 

③ 国有林の中には、伐採後の間伐材について特定の土場（注21）を物件の所在地と

して売買契約を締結する場合があり、かつ国の機関である森林管理署がバイオ

マスの由来を証明しているので、伐採箇所までの確認は求める必要がないと考

えている者がいる。 

 

このように森林の伐採箇所の記載方法等の理解が十分ではない事業者がいるこ

とを踏まえると、現状の木質バイオマス証明ガイドラインの記載すべき事項につ

いて、周知徹底を図る必要があると考えられる。 

 

他方、木質バイオマス証明ガイドラインにおいては、森林・林業・木材産業関

係団体及び発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者の団体等（以下

「団体等」という。）は、証明のなされた間伐材等由来のバイオマス及び一般木

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-イ

-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

質由来のバイオマスの分別管理や書類管理の方針についての自主行動規範を策定

し、間伐材等由来のバイオマス及び一般木質由来のバイオマスであることが証明

された木質バイオマスの供給に取り組む団体等の構成員について、その取組が適

切である旨の認定等を行う仕組み（例えば、分別管理体制や文書管理体制の審

査・認定、実績の報告・公表、立入検査（注 22）、認定の取消等）を定め、公表する

こととされている。 

調査対象とした 19発電事業者及び38チップ加工事業者等における木質バイオマ

ス証明ガイドラインに基づく団体等の認定状況をみると、いずれの事業者等も団

体等の認定を受けている。当該団体等が策定した認定実施要領によれば、認定を

行った事業者等に対し、バイオマスの取扱いが適正であるか否かを確認するた

め、立入検査を行うことができることとなっているが、これら事業者等における

団体等による立入検査の受検実績を調査したところ、固定価格買取制度開始以

降、受検実績のある事業者等はみられなかった。 

さらに、調査対象の一部の発電事業者からは、木質バイオマス証明ガイドライ

ンが遵守されていない実態があったとしても、それに対する罰則がないため、木

質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応を求めることに限界があるのではな

いかといった意見も聴かれた。 

固定価格買取制度の枠組みの下で発電された電気を電力会社が買い取る際に発

電事業者に支払った費用については、国民に対し電気料金の一部（賦課金）とし

て負担が求められている。再生可能エネルギー源の中でも、木質バイオマスの場

合、細かく粉砕されたチップとして利用されることが多く、チップに加工される

と、その原料となった木材が何であったのかの判別が外観上困難である。 

このような現状に対し、林野庁は、木質バイオマス証明ガイドラインは、素材

生産事業者等やチップ加工事業者等が木質バイオマス由来であることの証明に取

り組むに当たっての留意すべき事項等を取りまとめたものであり、木質バイオマ

ス証明ガイドラインで定められた事項は各事業者の責任において自主的に遵守す

べきものであるため、詳細な実態までは把握していないとしている。また、経済

産業省では、現制度の枠組みでは、木質バイオマス発電設備の認定時において、

発電事業者に対し、木質バイオマス証明ガイドラインに基づく証明書類の雛形の

添付を求めているものの、発電設備の運転開始後に木質バイオマス証明ガイドラ

インどおりに証明書類を入手・作成しているかといった観点で、木質バイオマス

証明ガイドラインの遵守状況の確認までは行っていないため、詳細な実態は把握

できないとしている。しかし、チップの由来に関し、木質バイオマス証明ガイド

ラインに沿って適切な識別・証明が行われなければ、適正な調達価格が適用され

ず、国民に過度な賦課金を負担させてしまう事態も懸念されるため、今後は、木

質バイオマス証明ガイドラインに沿った適切な証明が行われているかを確認でき

る仕組みを整備し、素材生産事業者等及びチップ加工事業者等における木質バイ

オマス証明ガイドラインの遵守状況を把握する必要があると考えられる。 

（注19） 「納入ルート」とは、素材生産事業者等（川上）からチップ加工事業者等（川中）を経

て、調査対象とした発電事業者（川下）に燃料チップが納入される、一連のサプライチェ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-イ

-⑤ 

 

 

図表 2-(3)-イ

-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

ーンの流れのことである。当省では、調査対象とした発電事業者の協力の下、運転日誌等

を基に、当該発電事業者への燃料チップの納入に関わったチップ加工事業者等及び素材生

産事業者等を把握し、当省の調査への協力が得られた事業者を対象に、木質バイオマス証

明ガイドラインの対応状況の確認を行った。 

（注20）  木質バイオマス証明ガイドラインによると、伐採及び伐採後の造林の届出書（森林法第

10条の8）により主伐された原木は、間伐材等由来のバイオマスとはならない。 

（注21）  「土場」とは、一般的には、切り出した材木を一時集めておく場所のことである。 

（注22）  木質バイオマス証明ガイドラインにおいては、団体等の構成員ではない企業等が、独自

に自主行動規範を定めこれに基づき証明を行う場合には、当該団体等による立入検査等に

代わり、第三者の監査を受けるなど、当該団体等の認定を得て事業者が行う証明方法と同

等のレベルで信頼性が確保されるよう取り組む必要があるとされている。 

 

ウ チップ加工事業者等におけるせん定枝に係る調達価格の区分の適用状況 

街路樹や個人の庭木などをせん定した際に発生するせん定枝は、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」とい

う。）第 2条第 2項の規定による一般廃棄物の定義並びに同条第 4項及び廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号。以下「廃棄物処理法

施行令」という。）第2条の規定による産業廃棄物の例を踏まえると、原則として

一般廃棄物に該当することとなると考えられる（注23）。 

せん定枝は、固定価格買取制度における再生可能エネルギー源の一つとされてい

るが、適用する調達価格については、関係省庁によって、次のとおり、異なる見

解が示されており、資源エネルギー庁及び環境省では、一般廃棄物由来のバイオ

マス（注 24）（平成 28 年度調達価格：17 円）に分類している一方、林野庁では、一

般木質由来のバイオマス（同：24 円）に分類している。 

① 林野庁 

木質バイオマス証明ガイドラインによると、屋敷林など法令による伐採に係

る手続が不要の立木、果樹等のせん定枝は、一般木質由来のバイオマス（同：

24 円）に分類されており、所有者等が由来の証明書を作成し、販売先に同証明

書を交付する必要があるとされている。 

② 資源エネルギー庁  

同庁では、せん定枝は、一般廃棄物由来のバイオマス（同：17 円）に分類し

ているが、由来の証明書が必要か否かについては、明示していない。 

③ 環境省  

「廃棄物処理施設における固定価格買取制度（FIT 制度）ガイドブック」

（平成 25 年 4 月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）によ

ると、街路樹のせん定枝は、一般廃棄物に含まれるとして一般廃棄物由来のバ

イオマス（同：17 円）に分類されているが、由来の証明書が必要か否かについ

ては、記載されていない。 

 

このため、調査対象としたチップ加工事業者等に対し、せん定枝に適用してい

る調達価格の区分を確認したところ、次のとおり、当該事業者によって、その判

断が区々となっている状況がみられ、当該事業者からは、せん定枝に関する調達
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図表 2-(3)-⑨

（再掲） 

 

 

 

 

図表 2-(3)-⑩

（再掲） 

 

 

 

図表 2-(3)-ウ
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勧          告 説明図表番号 

価格の判断は難しいので、国において、統一した考え方を示してほしいとの意見

が聴かれた。 

 ① せん定枝は由来の証明書を入手し、一般木質バイオマスに区分して発電に利

用していた事業者（3事業者）（注25） 

 ② 街路樹など市町村管理の樹木から発生したせん定枝は、由来の証明書を入手

し一般廃棄物由来のバイオマスに区分して発電に利用していた（注 26）一方、個人

の庭木から発生したせん定枝は、所有者から証明書を入手し一般木質バイオマ

スに区分して発電に利用していた事業者（1事業者） 

 ③ せん定枝は一般廃棄物に該当すると考えており、発電に利用してよいか不明

としていた事業者（1事業者） 

（注23）  公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページによると、庭園、公

園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、日本標準産業分類による「建設業」大

分類Ｄ中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木のせん定くずは、

廃棄物処理法施行令第2条第1項第2号において規定される産業廃棄物（建設業に係るも

ので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず）に該当する一方、造園業

（主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業）は、建設

業でなく大分類Ａの中の「園芸サービス業」に該当するので、当該事業により生じた木

のせん定くずは、一般廃棄物になるとの見解が示されている。 

（注24）  「一般廃棄物由来のバイオマス」とは、廃棄物処理法第2条第2項に規定される一般廃

棄物由来のバイオマスのことである。 

（注25）  このうち1事業者は、発電利用を行うせん定枝を含む木材については、市町村から一

般廃棄物には当たらないとする見解を公文書により提供してもらい、樹木の所有者等か

ら由来の証明書を入手できたせん定枝についてのみ、一般木質由来のバイオマスとして

処理していた。 

（注26）   一般廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するために、「産業廃棄物管理

票」（廃棄物処理法第12条の3）に準じて、市が排出する廃棄物ごとに独自で作成して

いる廃棄物の種類、数量、運搬を受託した者の氏名などを記載した「一般廃棄物管理

票」を一般廃棄物である旨の証明書としている。産業廃棄物管理票は、法的作成義務は

あるが、一般廃棄物管理票には、法的作成義務はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【所見】 

 したがって、農林水産省及び経済産業省は、発電利用に供する木質バイオマスの

持続的な活用をより一層推進する観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 全国で運転を開始している木質バイオマス発電設備のバイオマス燃料の使用計

画書における年間予定数量等と経済産業大臣への定期報告に掲載された国内の森

林に係る木質バイオマスの種類ごとの使用量等の情報を両省で共有し、必要があ

れば関係事業者へのヒアリングを行うなどして、地域における燃料種ごとの需給

状況の把握・分析を行った上で、その結果を、木質バイオマス発電設備の認定申

請をしようとする者や既存の発電事業者等が確認できる措置を講ずること。（農

林水産省及び経済産業省） 

② 適切な調達価格が適用されるよう、素材生産事業者等及びチップ加工事業者等

に対し、伐採及び加工・流通段階において必要となる木質バイオマス由来の証明

書及び根拠書類並びに証明書に記載すべき事項について、改めて周知徹底を図る

こと。（農林水産省及び経済産業省） 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

③ 再エネ特措法に基づく告示に定められた調達価格が適正に適用されるために、

農林水産省と連携し、木質バイオマス証明ガイドラインに沿った適切な証明が行

われているかを確認できる実効性のある措置を講ずること。（経済産業省） 

④ せん定枝について、発電事業者によって調達価格の区分の判断が異ならないよ

うにするため、関係省庁と調整し、伐採及び加工・流通段階において必要となる

証明書類や証明の実施手順を明確にした上で、関係事業者に対し、その取扱いを

徹底させること。（経済産業省） 

 

  



 

 

 

調 査 の 結 果 説明図表番号 

エ 地域における木質バイオマスの活用等に着目した自伐林家等に対する支援 

燃料としての木質バイオマスの活用は、従来、あまり活用されてこなかった間

伐材の新たな需要の一つであり、その普及が進むと、森林の間伐が促されること

によって、森林の適切な整備・保全につながるだけではなく、地域の林業事業体

の収益を増加させるといった地域経済を活性化する効果も期待されている。 

大規模な木質バイオマス発電設備は、大量の森林資源を燃料として確保する必

要があるため、前述アのとおり、地域によっては、既存の用途との競合によって

燃料となる間伐材が計画どおり調達できていない状況がみられる（注 27）が、木質バ

イオマスを燃料とするボイラー設備は、大量の原木を必要としないため、近年、

公共施設等を中心に、地域の実情に合った規模の木質バイオマスを燃料とするボ

イラーの設置数が増加傾向にある。 

このようなボイラー設備に燃料を供給するための間伐であれば、高度な林業機

械を必要とせず、森林組合等に施業を委託していた森林の土地所有者や小規模な

自伐林家等（注28）であっても比較的取り組みやすいと言われている。 

このため、地域によっては、自伐林家等を活用し、間伐材等を軽トラックなど

で特定の土場に集め、集めた間伐材等を地域住民やNPO等が運営する団体が地域通

貨で買い取り、地域内の木質バイオマス燃料を利用する施設等に販売する取組

（以下「木の駅プロジェクト」（注29）という。）が行われており、平成29年 2月末

現在で木の駅プロジェクトが導入された市町村数及び木の駅プロジェクトに登録

した自伐林家等の数は、22 県の 37 市町村、1,102 人（注 30）に達している。 

このような木の駅プロジェクトに対する支援の一環として行っているものを含

め、調査対象とした17道府県及び39市町村における自伐林家等に対する支援状況

をみると、一部の道府県及び市町村において、次のような支援措置を実施してい

る。 

① 金銭面の支援措置 

ⅰ） 木の駅プロジェクトについて、自伐林家等に支払う地域通貨の一部や運

営費の一部を運営事務局に助成する事業を実施している。（1道府県2市町

村） 

ⅱ） 市町村が設置した木質バイオマス燃料の加工施設や木質バイオマス燃料

を利用する温泉施設に地元の自伐林家等が持ち込んだ間伐材等について、

その運搬費等の一部を助成する事業を実施している。（3 市町村） 

ⅲ） 自伐林家等の林業機械の導入に係る費用等の一部を助成する事業を実施

している。（2道府県 1 市町村） 

 ② 技術面の支援措置 

  ⅰ） 木の駅プロジェクトの導入を検討している森林所有者や自伐林家等を対

象として、伐採した間伐材等の搬出技術を指導する実践的研修を実施して

いる。（1道府県） 
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調 査 の 結 果 説明図表番号 

  ⅱ） 小規模な自伐林家等を対象として協議会を設立し、当該協議会に登録し

た会員に安全講習の実施や作業道の開設方法など技術指導を実施してい

る。（1 道府県） 

ⅲ） 森林施業に関心の低い森林所有者を自伐林家に育成するため、チェンソ

ー等を用いた間伐の基本的な技術指導を実施している。（1 道府県 2 市町

村） 

 

森林の健全な育成を図り、森林の持つ公益的機能を最大限発揮させるために

は、定期的な間伐の実施は不可欠であり、今後は、木の駅プロジェクトのような

地域の実情に合った間伐を促す取組を確立させ、自伐林家を含む多様な意欲ある

林業事業体が森林施業の担い手となることができるよう（注 31）、公的な支援措置を

講じていく必要があると考えられる。 

（注 27） 今回調査対象とした 21 発電設備は、いずれも発電規模が 5,000kW 以上の比較的大規模な

発電設備である。 

（注 28） 「自伐林家」とは、主に自ら所有する森林において、林業事業体に経営を委託すること

なく自ら伐採等の作業を行うことにより森林施業を行っている者をいう。  

（注 29） 「木の駅プロジェクト」は、平成 17 年に高知県の NPO 法人「土佐の森・救援隊」（中嶋

健造理事長）が始めた「林地残材収集システム」をモデルとして、全国に波及させたプロ

ジェクトである。地域通貨は、地場産の商品や地場サービスなどと交換することのできる

引換券であり、地域によって地域通貨の買取価格は異なっているが、おおむね間伐材等 1

トン当たりの 5,000 円程度の地域通貨と交換される。 

（注 30） 「木の駅プロジェクト」のホームページに掲載されている数値である。 

（注 31） 「全国森林計画」（平成 28 年 5 月 24 日閣議決定）において、「自伐林家をはじめ、地

域住民やＮＰＯ等の多様な主体による森林資源の利活用等を進める」とされている。 

また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27 年 12 月 24 日閣議決定）において

も、「自伐林家を含む多様な林業の担い手の育成・確保を図ること」とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図表 2－(3)－① バイオマス発電設備に関係する再エネ特措法の条文 

○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108

号）（抜粋） 

 

第 1章 総則 

 

（目的） 

第 1条 この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経

済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に

係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電

気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際

競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第 2条 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法（昭和 39 年法律第百七十号）第 2条

第 1 項第九号に規定する一般送配電事業者（以下単に「一般送配電事業者」という。）及び同

項第十三号に規定する特定送配電事業者（以下単に「特定送配電事業者」という。）をいう。 

2 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再

生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 

3 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換

する設備及びその附属設備をいう。 

4 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。 

一 太陽光 

二 風力 

三 水力 

四 地熱 

五 バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる

もの（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。）

をいう。第 9 条第 4 項及び第 6 項において同じ。） 

六   前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから

製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用するこ

とができると認められるものとして政令で定めるもの 

5 この法律において「特定契約」とは、第 9条第 3項の認定（第 10 条第 1項の変更の認定を含

む。）を受けた者（以下「認定事業者」という。）と電気事業者が締結する契約であって、当該

認定に係る再生可能エネルギー発電設備（以下「認定発電設備」という。）に係る次条第 1 項

に規定する調達期間を超えない範囲内の期間（当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電

気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産

業省令で定める期間）にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気

を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により

再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。 

 

 



第 2章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等 

第 1節 調達価格及び調達期間 

 

第 3 条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第 16 条第 1 項の規定に

より行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発

電設備の区分、設置の形態及び規模（以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。）

のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー

電気の一キロワット時当たりの価格（以下「調達価格」という。）及びその調達価格による調達

に係る期間（以下「調達期間」という。）を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、

我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設

置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期

ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間（以下「調達価格等」という。）を定める

ことができる。 

2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供

給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要が

あると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に

同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。 

3 前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、そ

の定められた年度において、第 1項の規定は適用しない。 

4 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達

期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合

に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎

とし、第 12 項の価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認

定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受ける

べき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネル

ギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。 

5 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始

の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新

の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。 

6 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第 36 条の賦課金の負担が電気の使用者

に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。 

7 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に

係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点

から消費者問題担当大臣（内閣府設置法（平成 11 年法律第八十九号）第 9 条第 1 項に規定す

る特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第 4 条第 1項第二十八号及び同条

第 3 項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。）の意見を聴くとともに、調達価格等

算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等

算定委員会の意見を尊重するものとする。 

8 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 

9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該

調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。 

10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合

において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。 

11 第 7 項から第 9 項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。 

12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源として



の再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気

の価格の水準に関する目標（次項及び第 14 項において「価格目標」という。）を定めなければ

ならない。 

13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案

し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更する

ことができる。 

14 経済産業大臣は、前 2項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

第 3 節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等 

 

（再生可能エネルギー発電事業計画の認定） 

第 9条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エ

ネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業（以下「再生可能エネルギー発

電事業」という。）を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で

定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画（以下「再生可能エネ

ルギー発電事業計画」という。）を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。 

2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 申請者が法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。次項第四号ロにおいて同じ。）の氏名 

三 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期 

四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能

エネルギー発電設備の区分等 

五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が

維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項 

六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、そ

の出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項 

七 その他経済産業省令で定める事項 

3 経済産業大臣は、第 1 項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能

エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するもので

あること。 

二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電する

ことが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。 

四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しない者 

ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの 

五 再生可能エネルギー発電設備が第4条第1項の規定による指定をした再生可能エネルギー



発電設備の区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。 

イ 申請が第 5条第 2項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。 

ロ 第 6条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令

で定める重要な事項の変更がないこと。 

ハ 申請者が第 7条第 7 項の規定による通知を受けた者であること。 

4 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能

エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定

めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければ

ならない。 

5 経済産業大臣は、第 3 項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認

定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるも

のを公表するものとする。 

6 経済産業大臣は、第 3 項第一号の経済産業省令（発電に利用することができるバイオマスに

係る部分に限る。）を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、

国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。 

 

（再生可能エネルギー発電事業計画の変更等） 

第 10 条 認定事業者は、前条第 2 項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとすると

きは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。た

だし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経

済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら

ない。 

3 認定事業者は、前条第 2 項第一号、第二号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、経済

産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 

4 前条第 3項（第五号イ及びハを除く。）から第 5項までの規定は、第 1項の認定について準用

する。 

5 前条第 5項の規定は、第 3項の規定による届出について準用する。 

 

（指導及び助言） 

第 12 条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の

適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 

 

（改善命令） 

第 13 条 経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施

していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（認定の失効） 

第 14 条 第 9 条第 3 項の認定（第 10 条第 1 項の変更の認定を含む。次条において同じ。）は、

認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、その効力を失

う。 

 

（認定の取消し） 

第 15 条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第 9 条第 3 項の認



定を取り消すことができる。 

一 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。 

二 認定計画が第 9 条第 3項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。 

三 認定事業者が第 13 条の規定による命令に違反したとき。 

 

第 3 章 電気事業者における費用負担の調整 

（賦課金の請求） 

第 36 条 小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を

受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを

請求することができる。 

2 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売

電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における

納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。 

 

第 6 章 雑則 

（報告徴収及び立入検査） 

第 76 条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般送配電事業者、特定送

配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その業務の状況、

認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、一般送配電事業者、

特定送配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の事業所若しくは

事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の

物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その

居住者の承諾を得なければならない。 

2～5 （略） 

（注） 下線は、当省が付した。 
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図表 2－(3)－③ バイオマス発電設備に関係する再エネ特措法施行規則の条文 

○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成 24 年

経済産業省令第 46 号）（抜粋） 

 

第 2章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等 

 

（再生可能エネルギー発電設備の区分等） 

第 3条 法第 3条第 1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形

態及び規模（以下「設備の区分等」という。）は、次のとおりとする。 

一～二十二 （略） 

二十三 バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備 

二十四 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス（バイオ

マスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。）（輸入されたものを除く。）を電気に変

換する設備（前号に掲げる設備及び一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭

和 45 年法律第 137 号）第 2条第 2項に規定する一般廃棄物をいう。）であるバイオマスを電

気に変換する設備（以下「一般廃棄物発電設備」という。）を除く。次号において同じ。）で

あって、その出力が 2,000 キロワット未満のもの 

二十五 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス（輸入さ

れたものを除く。）を電気に変換する設備であって、その出力が 2,000 キロワット以上のも

の 

二十六 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由来する

ものに限る。以下同じ。）を電気に変換する設備（第二十三号から前号まで及び第二十八号に

掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除く。以下同じ。）であって、その出力が 2 万キロ

ワット未満のもの 

二十七 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスを電気に変換する設備

であって、その出力が 2 万キロワット以上のもの 

二十八 建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成 12 年法律第

104 号）第 2条第 2項に規定する建設資材廃棄物をいう。）を電気に変換する設備（第二十三

号に掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。） 

二十九 一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設

備以外のバイオマス発電設備（バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。） 

 

（認定手続） 

第 4 条の 2 法第 9 条第 1 項の規定に基づく認定の申請は、様式第 1 による申請書（当該認定の

申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が 10 キロワッ

ト未満のものである場合にあっては、様式第 2 による申請書）を提出して行わなければならな

い。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一～七 （略） 

八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、

次に掲げる書類 

  イ 当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率（当該発電により

得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合（複数の種類の



バイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合）をいう。以下同じ。）の

算定の方法を示す書類 

ロ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用

予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類 

ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の

状況を示す書類 

九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認

定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的か

つ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類 

3・4 （略） 

 

（認定基準） 

第 5条 法第 9条第 3項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事

業計画が明確かつ適切に定められていること。 

二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しよ

うとするものでないこと。 

三～五 （略） 

六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該

発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネル

ギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。 

七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該

認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣

に対して提供するものであること。 

八～十 （略） 

十一 当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、

次に掲げる基準に適合するものであること。 

  イ 当該発電に係るバイオマス比率を毎月 1回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス

比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。 

ロ 当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者によ

る当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。 

ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれ

ること。 

十二～十五 （略） 

2 法第 9条第 3項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令（条

例を含む。）の規定を遵守していること。 

二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。 

三 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。 

四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当

該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。 

五～七 （略） 

八 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を

行う観点から適切な構造であること。 



九 法附則第 4条の新エネルギー等認定設備でないこと。 

 

第 5 条の 2 法第 9 条第 3 項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実

施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。  

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する

電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。  

二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その

他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。  

三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必

要な関係法令（条例を含む。）の規定を遵守するものであること。  

 

（再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表）  

第 7 条 法第 9条第 5項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  

一 当該認定発電設備（太陽光発電設備であって、その出力が 20 キロワット未満のものを除

く。以下この条において同じ。）の識別番号  

二 当該認定事業者（当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が 20 キロワッ

ト未満のものを除く。）の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

三 当該認定発電設備の区分  

四 当該認定発電設備の発電出力  

五 当該認定発電設備の所在地  

2 経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法

により公表するものとする。 

 

（変更の認定） 

第 8 条 法第 10 条第 1 項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、様式

第 3による申請書（当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であ

って、その出力が 10 キロワット未満のものである場合には様式第 4 による申請書）を提出し

て行わなければならない。 

2 第 4 条の 2 第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更

に係る認定の申請について準用する。 

 

（軽微な変更） 

第 9 条 法第 10 条第１項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

一 認定事業者の変更 

二 認定発電設備の設置の形態の変更 

三 認定発電設備の出力の変更 

四 認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更 

五 認定発電設備のうち主要なものの変更 

六 認定発電設備（第 3 条第 1 号及び第 2 号に掲げる設備に限る。）が供給する再生可能エネ

ルギー電気の供給の方法の変更 

七 認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更 

八 認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更 

九 認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更 

十 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利



用するバイオマス燃料の種類の変更 

十一 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利 

用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料 

の種類の変更 

2 法第 10 条第 2項の軽微な変更の届出は、様式第５による届出書を提出して行わなければなら

ない。 

 

（変更の届出） 

第 10 条 法第 10 条第 3項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第 6 に

よる届出書を提出して行わなければならない。 

 

（帳簿） 

第 28 条 法第 35 条第 1項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記

載し、記載の日から 10 年間保存しなければならない。 

2 法第 35 条第 2項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約ごとの再生可能エネルギー電気の

量を記載し、当該特定契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－④ 建設リサイクル法における建設資材廃棄物の定義に関する規定 

○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）（抜粋） 

 

（定義）  

第 2 条 この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事（以下「建設工事」という。）

に使用する資材をいう。  

2 この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律 （昭和 45 年法律第 137 号）第 2 条第 1 項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）となっ

たものをいう。 

 

（参考） 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）（抜粋） 

 

（定義） 

第 2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性

物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－⑤ 木質バイオマスの発生量と利用率の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「バイオマス活用推進基本計画」（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）に基づき、当省

が作成した。 
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注：年間発生量及び利用率は、各種統計資料等に基づき、平成 28 年 3 月時点で取りまと

めたもの（一部項目に推計値を含む。）。 

（万トン／年） 

約 91％ 

年間約 800 万トン発⽣ 

年間約 640 万トン発⽣ 

年間約 500 万トン発⽣ 

約 97％ 約 3％ 

約 6％ 約 94％ 

約 9％ 



図表 2－(3)－⑥ バイオマス活用推進基本法（平成 21 年法律第 52 号）（抜粋） 

 

第一章 総則 

 

（定義） 

第 2条 この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源（原油、石油

ガス、可燃性天然ガス及び石炭（以下「化石資源」という。）を除く。）をいう。 

2 この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料（バイオマスを製品

の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下

同じ。）として利用すること（農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物

を本来の用途に利用することを除く。）又はエネルギー源として利用することをいう。 

 

第二章 バイオマス活用推進基本計画等 

 

（バイオマス活用推進基本計画の策定等）  

第 20 条 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画（以下「バイオマス活用推進基本計画」という。）

を策定しなければならない。 

2 バイオマス活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標 

三 バイオマスの活用に関する技術の研究開発に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

3 政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの

利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

4 政府は、適時に、第 2 項第二号の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイン

ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

5 政府は、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化を勘案

し、及び前項の目標の達成状況の調査の結果を踏まえ、少なくとも 5 年ごとに、バイオマス活用

推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

6 第 3 項の規定は、バイオマス活用推進基本計画の変更について準用する。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－⑦ バイオマス活用推進基本計画（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）（抜粋） 

第 2 バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標 

3．2025 年（平成 37 年）における目標 

(1) バイオマスの利用拡大 

バイオマスの利用を拡大することにより、化石資源由来のエネルギーや製品等を

バイオマス由来のものへと代替していくことが期待される。 

廃棄物系バイオマスの賦存量は中長期的には減少傾向にあるが、下水汚泥や林

地残材の利用率の伸びが期待されることなどを踏まえ、炭素換算量で年間約 2,600 

万トンのバイオマスを利用することを目標とする。 

なお、バイオマスの種類ごとの目標として、以下を設定し、既存の利用方法に

配慮しつつ、より経済的な価値を生み出す高度利用を推進していくことを推奨す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

⑨ 林地残材 

林地残材については、約 9％が熱利用などの用途に利用されており、発電の原

料としての需要も拡大しつつあることから、更なる利用率の向上が期待されてい

る。熱利用や熱電併給を含めたエネルギー利用や、バイオマスを効率的に高付加

価値物質へ変換する技術の開発を進めて新たな用途を創り出すとともに、施業の

集約化や路網整備等を進め、原木の安定的かつ効率的な供給体制を構築し、2025 

年（平成 37 年）に約 30％以上が利用されることを目指す。 

（注） 枠及び下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－⑧ 木質バイオマス発電設備の認定件数及び運転開始済件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

建設資材廃棄物 0 4 35 33

一般木質 3 23 65 114

間伐材等 5 33 70 75
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（注）1 固定価格買取制度情報公開用ウェブサイトのデータに基づき、当省が作成した。 
   2 各年度末（3月末）時点の状況をまとめたものである。 
   3 複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量（発熱量）の多い燃料を使

用するバイオマス区分で発電設備が認定されている。 
   4 固定価格買取制度情報公開用ウェブサイトのデータにおいて、一般木質由来のバ

イオマスを主燃料とする発電設備と農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを主燃
料とする発電設備とが区分されていないため、本表の一般木質由来のバイオマスを
主燃料とする発電設備の認定件数及び運転開始済件数には、農作物の収穫に伴って
生じるバイオマスを主燃料とする発電設備の件数を含む。 
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図表 2－(3)－⑨ 再エネ特措法に基づく告示に定められた調達価格及び調達期間（平成 28 年度） 

再生可能エネルギー発電設備の区分等 調達価格（1kwh 当たり） 調達期間 

バイオマスを発酵させることによって得られるメ
タンを電気に変換する設備 

39円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

森林における立木竹の伐採又は間伐により発生す
る未利用の木質バイオマス（輸入されたものを除
く。）を電気に変換する設備（前号に掲げる設備及
び一般廃棄物発電設備を除く。次号において同
じ。）であって、その出力が 2,000 キロワット未満
のもの 

40円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

森林における立木竹の伐採又は間伐により発生す
る未利用の木質バイオマス（輸入されたものを除
く。）を電気に変換する設備であって、その出力が
2,000 キロワット以上のもの 

32円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じる
バイオマス（当該農産物に由来するものに限る。）
を電気に変換する設備（第 12 号から前号まで及び
次号に掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除
く。） 

24円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

建設資材廃棄物を電気に変換する設備（第 12 号に
掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。） 

13円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び
第 12 号から前号までに掲げる設備以外のバイオ
マス発電設備 

17円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

1 「調達期間」は、特定契約に基づき認定発電施設が最初に再生可能エネルギー電気の供給
を開始した日を起算日とする。 

2 自家発電設備等については、リレー装置が設置されている等自家発電設備等から発電又は
放電された電気が配電線に逆流しない措置が講じられているものに限る。 

3 木質バイオマスのうち、林野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のための
ガイドライン（平成 24 年 6 月 18 日）」に準拠して分別管理が行われたことが確認されない
ものについては、建設資材廃棄物とみなす。 

4 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの施設からの再生可能エ
ネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される調達価格は、当該複数設
備に適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものとし、調達期間も
これに従う。 

（注） 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 3 条第 1 項及び
同法附則第 6 条で読み替えて適用される同法第 4条第 1項の規定に基づき、同法第 3条第
1 項の調達価格等並びに調達価格及び調達期間の例に準じて経済産業大臣が定める価格及
び期間を定める件（平成 24 年 6 月 18 日経済産業省告示第 139 号）に基づき、当省が作成
した。 
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図表 2－(3)－⑪ 木質バイオマス証明ガイドラインに基づく証明書が繰り返し交付される

イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 調達価格等算定委員会（第 7回）の資料及び木質バイオマス発電・証明ガイドライ

ンＱ＆Ａ（平成 24 年 8 月 27 日林野庁（最終更新：平成 27 年 7 月 10 日））による。 



図表 2－(3)－ア－① バイオマス燃料の使用計画書（記載例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 資源エネルギー庁ホームページの「バイオマス発電設備用記載要領」による。 

なお、当該記載要領は、平成 28 年の改正前の再エネ特措法施行規則第 4条第

2 項第 9 号の規定に基づき定められた使用計画書の記載要領である。 



図表 2－(3)－ア－② バイオマス発電設備に関係する再エネ特措法施行令の条文 

○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令（平成 23

年政令第 362 号）（抜粋） 

 

（認定の協議の相手方）  

第 1 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「法」

という。）第 6 条第 3 項の規定による協議は、同条第 1 項の認定の申請に係る発電に利用

されるバイオマス（法第 2 条第 4 項第 5 号に規定するバイオマスをいう。）が次の各号に

掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。  

1  農林漁業有機物資源（農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に

関する法律（平成 20 年法律第 45 号）第 2条第 1項に規定する農林漁業有機物資源をいう。

以下この号において同じ。）農林水産大臣（農林漁業有機物資源が廃棄物（廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 2条第 1項に規定する廃棄物をいう。

第 4号において同じ。）である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣）  

2  食品循環資源（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116

号）第 2 条第 3項に規定する食品循環資源をいう。）農林水産大臣及び環境大臣  

3  発生汚泥等（下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 21 条の 2 第 1 項に規定する発生汚

泥等をいう。）及び建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平

成 12 年法律第 104 号）第 2条第 2項に規定する建設資材廃棄物をいう。）国土交通大臣及

び環境大臣  

4 廃棄物（前三号に掲げるものに該当するものを除く。）環境大臣  

（注） 下線は、当省が付した。 



様式第７（第12条関係）

【バイオマス発電（木質、廃棄物その他直接燃焼発電）設備用】

平成 年 月 日
経済産業大臣　殿

〒 -
報告者（注１） 住所

（ふりがな）

（ふりがな）

氏名
印

（法人にあっては名称及び代表者の役職・氏名）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第１２条の規定により、次のとおり報告します。

太枠内のいずれかにレ印

新規提出 再提出
担当地方局（注２）

対象設備
設備ID 発電出力 , . ｋＷ

※増設分の資本費報告の際に記入

増設分（ , . ｋＷ）
設備名称

所在地

設備設置・運転費用一覧（注３）　
※初年度は「設置の状況」、「資本費」、「設置期間」、「連絡先」の項目を、２年目以降は、「設置の状況」、「運転維持費」、「運転実績」、「連絡先」の項目を報告すること

太枠内のいずれかにレ印

敷地の保有状況 　自己所有 　既保有地

　新規購入 　購入価格 , 万円 （ 円/㎡ ）
（税抜き）

　借地 契約時賃借料 , 万円/年 （ 円/㎡） （税抜き）

運転開始日 平成 年 月 日 （特定契約に基づく受給開始日）

系統接続距離 , メートル

面積 , , 平方メートル

廃棄費用想定額 （注４） , 万円 （税抜き）

① 設計費（注５） , , 万円 （税抜き）

受入供給設備 , 万円 （税抜き）
燃焼溶融設備 , 万円 （税抜き）
ガス冷却設備 , 万円 （税抜き）
排ガス処理設備 , 万円 （税抜き）
発電設備 , 万円 （税抜き）

, , 万円 （税抜き） 通風設備 , 万円 （税抜き）
給排水設備 , 万円 （税抜き）
灰出し設備 , 万円 （税抜き）
計装設備 , 万円 （税抜き）
受変電設備 , 万円 （税抜き）
その他付属機器
（ ） , 万円 （税抜き）

基礎・土木工事 , 万円 （税抜き）
据付工事 , 万円 （税抜き）

, , 万円 （税抜き） 電気配管工事 , 万円 （税抜き）
附帯工事 , 万円 （税抜き）
その他
（ ） , 万円 （税抜き）

電源線 , 万円 （税抜き）
遮断機敷設費 , 万円 （税抜き）

, , 万円 （税抜き） 計量器 , 万円 （税抜き）
その他
（ ） , 万円 （税抜き）

⑤ その他（注９） , , 万円 （税抜き） （ ） , 万円 （税抜き）
（ ） , 万円 （税抜き）

合計 , , 万円 （税抜き） （①＋②＋③＋④＋⑤）

（国または地方自治体より補助金等を受給して設置した場合、以下項目を記載）
補助事業名 （ ） 補助主体 （ ）
補助金額 , , 万円 （税抜き）

【備考】

②
設備費
（注６）

再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報

③
工事費
（注７）

接続費
（注８）

④

設
置
の
状
況

資
本
費

図表2－(3)－ア－③　経済産業大臣への定期報告の様式
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事前調査 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
基本設計 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
実施設計 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
基礎・土木工事 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
据付・電気配管・附帯工事 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
接続に関する工事 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月

総期間 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

① バイオマス燃料費 （注12） （税抜き）
燃料①（ ） , 万円/年 使用量 ． 万トン/年 燃料単価 , 円/トン

未利用の木質バイオマス 含水率 ． ％ バイオマス比率 ． ％ （注13）

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

建設資材廃棄物

一般廃棄物・その他バイオマス

燃料②（ ） , 万円/年 使用量 ． 万トン/年 燃料単価 , 円/トン

未利用の木質バイオマス 含水率 ． ％ バイオマス比率 ． ％ （注13）

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

建設資材廃棄物

一般廃棄物・その他バイオマス

燃料③（ ） , 万円/年 使用量 ． 万トン/年 燃料単価 , 円/トン

未利用の木質バイオマス 含水率 ． ％ バイオマス比率 ． ％ （注13）

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

建設資材廃棄物

一般廃棄物・その他バイオマス

（概要、内訳等）
② , 万円/年 概要

（税抜き）
（概要、内訳等）

③ , 万円/年 概要
（税抜き）

（概要、内訳等）
④ , 万円/年 概要

（税抜き）
（概要、内訳等）

⑤ 一般管理費 , 万円/年 概要
（注17） （税抜き）

（概要、内訳等）
（注10） ⑥ , 万円/年 概要

（税抜き）

⑦ , 万円/年 概要

（概要、内訳等）
⑧ 保険料 , 万円/年 概要

（税抜き）

⑨ その他 , 万円/年 概要 （ ） , 万円 （税抜き）
（注９） （税抜き） （ ） , 万円 （税抜き）

合計 , 万円/年 （①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑧＋⑨）
（税抜き）

【備考】

年間発電量 , , , ｋＷｈ／年

年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

所内率（注19） ． ％ 備考 （ ）

※計量期間 平成 年 月 ～ 平成 年 月

売電先の決定方法 入札以外により決定 入札により決定
※入札によって売電先を決定している場合は、当該入札により売電を始めた時期を入力
入札による売電開始時期 平成 年 月

法人事業税・
固定資産税

土地等賃借料
（注14）

修繕費
（注15）

諸費
（注16）

人件費
（注18）

対象期間
（注11）

設
置
期
間

運
転
維
持
費

運
転
実
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所　　　属

氏　　　名

電話番号 － －

FAX番号 － －

（注20） メールアドレス

（注１） 認定発電設備の発電事業者が報告すること。

（注２） 届出書を提出する担当地方局は次の記号にて記載すること。（認定申請時と同一の地方局）

Ａ：北海道経済産業局、Ｂ：東北経済産業局、Ｃ：関東経済産業局、Ｄ：中部経済産業局、Ｅ：近畿経済産業局、

Ｆ：中国経済産業局、Ｇ：四国経済産業局、Ｈ：九州経済産業局、Ｉ：内閣府沖縄総合事務局

（注３） 全ての費用について、消費税抜きで記載すること（万円以下は四捨五入）。また、一括発注、一括施工の場合であっても、受注元に確

認の上、各項目の内訳について記載すること。また、提出設備数が複数となる場合 には、設備毎に様式を作成すること。また、実際に

再生可能エネルギー発電設備及びその附属設備の設置等のために支払った費用を記載すること（販売店等からの割引を受けた際

は、当該割引分を反映した価格を記載すること）。

（注４） 将来の当該設備撤去に要する費用について、想定している額がある場合は記載すること。

（注５） 設備導入に必要な機械装置等の設計費を記載すること。

（注６） 設備導入事業に必要な機械装置等の購入、製造等に必要な経費を記載すること。

（注７） 系統接続に関する工事費は除く。

（注８） 当該発電所から電気事業者の電気工作物までの電源線、及び接続に関する工事費等を記載すること。
「電力会社負担金」として支出している場合は、その内訳について、項目毎に記載すること。

（注９） 建設段階の保険料等、その他の費用がある場合は、その費目ごとに金額を記載すること。
（注10） 初回の「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」提出から1年間における、当該認定発電設備の年間の運転に要した

費用の内容を記載すること。また、外部委託等で、一括計上される場合も、その内訳について項目毎に記載すること。

（注11） 運転維持費の報告対象となる期間（原則1年間）の期初月と期末月を記載すること。
（注12） 使用した燃料別に、燃料名（間伐材等）、総額、量、燃料単価、含水率、年間売電量、バイオマス比率を記載すること。

また、「未利用の木質バイオマス」「木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」「建設資材廃棄物」「一般廃棄物・
その他バイオマス」のうち、どの区分の調達価格の適用を受けたか、レ印を記入すること。

（注13） 燃料別の年間売電量を、全体の年間売電量で除すことで、算出すること。
（注14） 借地に設置する際に実際の賃借料として支払った金額等を記載すること。
（注15） 設備の修繕や保守に必要となった金額を記載すること。

（注16） セキュリティに関する費用等について記載すること。
（注17） 行政機関への申請費や、事務所経費等について記載すること（人件費を除く）。

（注18） 電気主任技術者や、保守要員等に支払った金額を、その内訳毎に記載すること。
（注19） 発電量全体に占める発電設備自体で使用する電力量（所内消費量）の割合を指す。

※発電した電力を専用線により全量売電している場合においては、「発電量－売電量＝所内消費量」となる。

※発電設備以外で自家消費して余剰電力を売電する場合など、所内消費の測定が困難な場合においては、発電に必要な設備の消
費電力から計算上の所内消費量を求めて所内率を算出するなど、備考欄に計算方法を示した上で、分かる範囲内で記載すること。

※発電量は、積算電力計を設置して積算することが望ましいが、出力モニター等で測定することも可能。

（注20） 「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」の記載内容に関する照会等に際して実務を担当する者の連絡先を記載すること。

備考
・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。
・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署すること。
・各費用項目について、証拠書類の提出は不要。ただし、実際に支払った費用とは異なる費用が記載された際は、虚偽の報告をしたものとみなし、
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図
表
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－

(3
)－

ア
－

④
　

調
査

対
象

と
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

に
お

け
る

各
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
（
単

位
：
万

ト
ン

）

№

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

一
般

木
質

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

建
設

資
材

廃
棄

物
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
各

燃
料

チ
ッ

プ
の

合
計

当
省

が
各

燃
料

チ
ッ

プ
の

年
間

使
用

実
績

を
推

計
す

る
基

と
し

た
期

間

輸
入

材
国

産
材

月
数

発
電

出
力

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

1
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

2
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

5
.0

万
kW

以
上

0
.5

万
kW

級



年
間
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用
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定
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量
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実
績

量
差
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用

予
定

数
量

年
間

使
用

実
績
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差
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定
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③
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③
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－
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⑦
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⑧
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⑦
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⑨
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伐

材
等
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来

の
燃
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チ

ッ
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一
般

木
質

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

建
設

資
材

廃
棄

物
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
各

燃
料

チ
ッ

プ
の

合
計

当
省

が
各

燃
料

チ
ッ

プ
の

年
間

使
用

実
績
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す
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し
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1
.0

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

各
燃

料
チ

ッ
プ

の
「
年

間
使

用
実

績
量

」
に

つ
い

て
は

、
当

省
が

調
査

対
象

と
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

事
業

者
か

ら
入

手
し

た
運

転
日

誌
等

を
基

に
し

て
把

握
し

た
平

成
2
6
年

1
2
月

か
ら

2
7
年

1
1
月

ま
で

の
1
年

間
に

使
用

し
た

燃
料

チ
ッ

プ
の

量
を

記
載

し
て

い
る

が
、

設
備

の
運

転
開

始
時

期
が

2
6
年

1
2
月

以
降

の
場

合
は

、
そ

の
運

転
開

始
時

点
か

ら
、

2
7
年

1
1
月

ま
で

の
間

に
使

用
し

た
燃

料
チ

ッ
プ

の
量

を
基

に
し

て
、

当
省

が
1
年

分
の

使
用

実
績

を
推

計
し

た
も

の
で

あ
る

（
例

え
ば

、
2
7
年

4
月

に
設

備
が

運
転

を
開

始
し

た
場

合
は

、
2
7
年

4
月

か
ら

1
1
月

ま
で

の
8
か

月
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

使
用

量
を

基
に

、
1
か

月
分

の
平

均
使

用
量

を
算

出
し

、
同

平
均

使
用

量
を

1
2
倍

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
1
年

分
の

使
用

実
績

を
推

計
）
。

た
だ

し
、

調
査

対
象

と
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

が
、

平
成

2
7
年

1
2
月

以
降

に
運

転
を

開
始

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

運
転

開
始

時
点

か
ら

、
2
8
年

1
月

ま
で

の
間

に
使

用
し

た
燃

料
チ

ッ
プ

の
量

を
基

に
し

て
、

当
省

が
1
年

分
の

使
用

実
績

を
推

計
し

た
も

の
で

あ
る

（
推

計
方

法
に

つ
い

て
は

、
前

述
し

た
方

法
と

同
じ

）
。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

調
査

対
象

と
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

に
お

け
る

木
材

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
を

取
り

ま
と

め
た

も
の

で
あ

る
。

発
電

設
備

に
よ

っ
て

は
、

木
材

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
ほ

か
に

、
非

木
材

由
来

の
農

産
物

残
さ

や
廃

棄
物

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

等
を

使
用

し
て

い
る

場
合

が
あ

る
が

、
本

表
で

は
当

該
燃

料
の

使
用

状
況

を
考

慮
し

て
い

な
い

。
本

表
で

は
、

各
発

電
設

備
に

お
け

る
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
を

統
一

的
に

比
較

す
る

た
め

、
当

省
が

各
発

電
設

備
が

計
画

時
及

び
実

際
に

使
用

し
て

い
た

燃
料

チ
ッ

プ
の

重
量

と
水

分
率

を
把

握
し

、
同

水
分

率
を

基
に

、
水

分
率

が
0
％

と
し

た
場

合
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

重
量

に
換

算
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
各

燃
料

チ
ッ

プ
の

「
年

間
使

用
予

定
数

量
」
及

び
「
年

間
使

用
実

績
量

」
に

つ
い

て
は

、
単

位
は

万
ト
ン

と
し

、
0
.1

万
ト
ン

（
1
,0

0
0
ト
ン

）
を

下
回

る
量

に
つ

い
て

は
、

0
万

ト
ン

と
整

理
し

て
い

る
。

各
燃

料
チ

ッ
プ

の
「
年

間
使

用
予

定
数

量
」
に

つ
い

て
は

、
調

査
対

象
と

し
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

、
再

エ
ネ

特
措

法
施

行
規

則
第

4
条

第
2
項

第
9
号

（
平

成
2
8
年

の
改

正
前

は
再

エ
ネ

特
措

法
施

行
規

則
第

7
条

第
2
項

第
5

号
）
の

規
定

に
基

づ
き

、
経

済
産

業
大

臣
に

対
し

、
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

の
認

定
を

受
け

た
際

に
提

出
し

た
「
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

の
使

用
計

画
書

」
に

基
づ

く
数

値
を

記
載

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
調

査
対

象
と

し
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

運
転

開
始

前
ま

で
に

燃
料

チ
ッ

プ
の

種
類

の
追

加
を

行
う

た
め

、
再

エ
ネ

特
措

法
第

1
0
条

第
１

項
（
平

成
2
8
年

の
改

正
前

は
再

エ
ネ

特
措

法
第

6
条

第
4
項

）
の

規
定

に
基

づ
き

、
経

済
産

業
大

臣
に

変
更

認
定

申
請

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

同
申

請
時

に
提

出
し

た
「
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

の
使

用
計

画
書

」
に

基
づ

く
数

値
を

記
載

し
て

い
る

。

－

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

2
.0

万
kW

級



（単位：万トン）

年間使
用計画
量

年間使
用実績
量

差

① ② ②－①

2.0万kW級 2.8 1.5 ▲ 1.3 間伐材等由来の燃料チップが当初の計画に比べて少ない調達量となっている
が、当発電設備の燃料は、隣接するグループ企業の木材工場が一括で調達して
おり、この木材工場の生産ラインが計画どおりに推移したことにより、一般木質由
来の燃料チップが当初の計画以上に調達することができたため、全体の発電量
には影響はなかった。

0.5万kW級 3.2 0.9 ▲ 2.3 初年度は機器類の保守点検のため、稼動日数がフル稼働した場合の日数に比
べて少ない（45日程度）ことに加え、周辺に別の間伐材等由来の燃料チップを主
燃料とするバイオマス発電設備が開設されたことにより、調達が競合し、当初計画
したとおりの間伐材等由来の燃料チップの量を確保することができなかった。

このため、当初、計画にはなかった他県からの一般木質由来の燃料チップを1
万トン強（水分率0％換算）調達し、その後は徐々に必要量を確保することができ
るようになり、計画していた年間の発電量等業務への影響はなかった。

0.5万kW級 3.4 2.4 ▲ 1.0 天候等により森林施業の実施状況が左右されたことに加え、周辺に別の木質バ
イオマス発電設備が相次いで開設されたことにより、間伐材等由来の燃料チップ
の調達が競合し、運転開始時よりも買取費用がトン当たり500円程度上昇したた
め、当初計画したとおりの間伐材等由来の燃料チップの量を確保することができ
なかった。

しかし、買取費用の値上げがなかった一般木質由来の燃料チップの受入れを
増やすことにより対応し、計画していた年間の発電量等業務への影響はなかっ
た。

1.5万kW級 4.6 2.6 ▲ 2.0 間伐材等由来の燃料チップの調達は、他の既存のバイオマス発電設備との競
合が顕在化していること、運転開始後に施設の不具合等が相次ぎ、4か月程度
は、運転を停止していた時期があったことから、使用実績量が使用計画量を下
回ったと認識しているが、他社よりも比較的高い買取価格を設定していた建設資
材廃棄物由来のチップの受入量を増やすことができたことにより計画していた年
間の発電量等業務への影響は特になかった。

0.5万kW級 3.0 1.6 ▲ 1.4 事業内容についての報道発表を行った際に、地元の自治体や素材生産事業者
等から、一般木質由来の燃料チップを供給したいとの申込みが多数あったことを
受けて、当初は想定していなかった一般木質由来の燃料チップを燃料種に追加
することとし、その見返りとして間伐材等由来の燃料チップの受入れを抑制したこ
とから、間伐材等由来の燃料チップの使用実績量が使用計画量を下回ったと認
識している。ただし、年間の予定発電量に必要な燃料チップは全体として確保で
きているため、業務への影響はなかった。

2.5万kW級 0.3 0.0 ▲ 0.3 間伐材等由来の燃料チップについては、当初予定していた調達元の森林組合
と金額面で折り合いがつかなかったため、計画どおり調達することができなかっ
た。一方、建設資材廃棄物由来の燃料チップについても、周辺の発電設備等と
の価格競争が激化し、計画どおり調達することができなかったが、一般木質由来
のバイオマスが計画以上に調達することが可能であったため、全体の発電計画に
は影響がなかった。

5.0万kW以上 1.7 1.5 ▲ 0.2 長雨の影響により丸太の伐出量が減少したことや発電設備が故障したことによ
り、１か月程度運転を停止し、使用実績量が使用計画量を若干下回ったと認識し
ているが、建設資材廃棄物由来のチップの受入量を増やすことができたため、計
画していた年間の発電量等業務への影響はなかった。

11

14

図表 2－(3)－ア－⑤　調査対象とした木質バイオマス発電事業者において間伐材等由来の燃料チップが計画どおり調達
                             できなかった理由等

発電
出力

間伐材等由来の
燃料チップ

間伐材等由来の燃料チップが計画どおり調達できなかった理由等№

2

6

7

9

10



年間使
用計画
量

年間使
用実績
量

差

① ② ②－①

発電
出力

間伐材等由来の
燃料チップ

間伐材等由来の燃料チップが計画どおり調達できなかった理由等№

0.5万kW級 4.1 2.9 ▲ 1.2 同一県内に相次いでバイオマス発電設備が開設されたにもかかわらず、これら
の需要を満たすだけの県内の木材生産量が追いついてこなかったため、運転開
始後、4か月を経過した時点で、間伐材等由来の燃料チップが思うように調達でき
なくなり、約１か月の期間、設備の運転を停止させざるを得なかった。このため、や
むを得ず、当初の計画にはなかった他県の新たな調達先から燃料チップを確保
（年間調達量の１割強）することにより、運転を再開し、その後は、徐々に稼働率を
高め、なんとか全体の計画発電量はおおむね確保できた。

1.0万kW級 5.5 2.4 ▲ 3.1 周辺地域の製紙工場がバイオマス発電施設の設置に先立ち、製紙用木材の買
取価格を高く設定したため、間伐材等由来の燃料チップが製紙工場に流れ、当
初の計画どおりの燃料チップが調達できていないが、他の産業とは競合しない樹
皮を中心とした一般木質由来の燃料チップが計画以上に調達することができたた
め、全体の発電量には大きな影響は出ていない。

－ 25.8 14.3 ▲ 11.5

（注） 1
2
3 　「№」欄は、図表2－(3)－ア－④に対応している。

計

　当省の調査結果による。
　「間伐材等由来の燃料チップの年間使用計画量・年間使用実績量」については、図表2－(3)－ア－④による。
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（
単

位
：
万

ト
ン
）

年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

2
.5

万
kW

級
5
.5

1
1
.3

5
.8

↓
既

に
周

辺
に

は
競

合
す

る
発

電
設

備
が

次
々

と
運

転
を

開
始

し
て

お
り

、
原

料
原

木
の

調
達

価
格

が
値

上
り

し
て

い
る

現
状

を
踏

ま
え

る
と

、
今

後
は

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
に

ど
の

よ
う

な
こ

と
が

起
こ

る
か

想
像

が
つ

か
な

い
た

め
、

当
初

の
計

画
で

は
調

達
を

予
定

し
て

い
な

か
っ

た
P
K

S
・
輸

入
材

に
つ

い
て

、
運

転
開

始
後

に
経

済
産

業
省

に
変

更
認

定
申

請
（
再

エ
ネ

特
措

法
第

6
条

第
4
項

）
を

行
い

、
燃

料
種

の
追

加
（
P
K

S
：
4
万

ト
ン

、
輸

入
材

：
1
万

ト
ン

）
と

間
伐

材
等

由
来

の
減

量
（
半

減
）
の

認
定

を
受

け
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

○
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
は

、
都

道
府

県
を

ま
た

が
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

行
政

は
、

都
道

府
県

単
位

で
は

な
く

、
調

達
エ

リ
ア

全
体

で
安

定
供

給
で

き
る

か
否

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

る
。

今
後

の
新

規
発

電
設

備
の

認
定

に
際

し
て

、
周

辺
地

域
に

お
け

る
既

存
設

備
の

集
荷

実
績

を
把

握
し

、
追

加
供

給
に

余
裕

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
場

合
の

み
認

定
す

べ
き

で
、

見
込

数
量

の
み

で
安

易
に

認
定

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
。

2
.0

万
kW

級
2
.8

1
.5

▲
 1

.3
↓

今
後

は
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

設
置

さ
れ

れ
ば

、
木

質
資

源
の

確
保

が
難

し
く

な
る

可
能

性
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
が

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
の

競
合

が
激

し
く

な
っ

て
も

当
発

電
設

備
は

グ
ル

ー
プ

企
業

の
事

業
と

タ
イ

ア
ッ

プ
し

、
安

定
的

な
燃

料
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
考

え
て

い
る

。

○
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

を
設

置
す

る
場

合
、

間
伐

材
等

由
来

の
原

木
の

賦
存

量
は

、
事

業
者

に
と

っ
て

発
電

設
備

の
運

転
継

続
に

必
要

不
可

欠
な

情
報

で
あ

る
た

め
、

行
政

が
で

き
る

範
囲

で
地

域
の

賦
存

量
を

把
握

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
そ

の
上

で
、

行
政

は
発

電
設

備
の

認
定

を
行

う
に

際
し

、
発

電
設

備
の

設
置

事
業

者
に

対
し

、
例

え
ば

、
燃

料
調

達
先

と
そ

の
調

達
先

の
素

材
生

産
事

業
者

の
生

産
規

模
、

取
引

先
別

、
供

給
量

等
燃

料
調

達
の

信
頼

性
を

チ
ェ

ッ
ク

で
き

る
書

類
を

添
付

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

性
を

審
査

す
べ

き
で

あ
る

。

0
.5

万
kW

級
1
.2

1
.6

0
.4

↓
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
は

周
辺

の
発

電
設

備
と

競
合

す
る

こ
と

が
確

実
で

あ
り

、
今

後
は

不
足

す
る

も
の

と
予

想
し

て
い

る
が

、
計

画
当

初
か

ら
最

悪
の

場
合

を
想

定
し

て
、

自
社

工
場

ま
た

は
関

連
工

場
か

ら
の

一
般

木
質

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
で

発
電

に
必

要
な

全
て

の
量

を
賄

え
る

だ
け

の
量

を
当

面
確

保
し

て
お

り
、

現
時

点
で

は
深

刻
に

捉
え

て
は

い
な

い
。

○
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

へ
の

参
入

が
相

次
い

だ
こ

と
や

為
替

の
影

響
か

ら
製

紙
会

社
が

国
産

チ
ッ

プ
を

積
極

的
に

集
め

出
し

た
こ

と
も

あ
り

、
地

域
に

よ
り

多
少

の
違

い
は

あ
る

に
し

て
も

既
に

国
産

燃
料

チ
ッ

プ
の

需
要

は
供

給
能

力
を

上
回

っ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

り
、

残
念

な
が

ら
行

政
の

参
入

関
与

は
手

遅
れ

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

　
た

だ
し

、
今

後
も

新
規

参
入

が
な

い
と

は
言

え
な

い
こ

と
か

ら
、

既
存

用
途

の
み

な
ら

ず
、

既
設

発
電

所
と

の
無

用
な

燃
料

チ
ッ

プ
の

奪
い

合
い

を
回

避
す

る
た

め
に

も
行

政
に

よ
る

一
定

の
参

入
関

与
は

必
要

で
あ

り
、

定
期

的
な

、
あ

る
い

は
新

規
参

入
案

件
の

発
生

の
都

度
、

燃
料

の
供

給
側

と
な

る
素

材
生

産
業

者
や

製
材

工
場

な
ど

と
燃

料
の

需
要

側
と

な
る

近
隣

の
既

設
発

電
所

な
ど

、
更

に
は

既
存

用
途

と
し

て
の

製
紙

工
場

や
ボ

ー
ド

工
場

な
ど

か
ら

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
需

給
バ

ラ
ン

ス
に

新
規

参
入

の
余

地
が

あ
る

の
か

を
的

確
に

判
断

す
べ

き
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
0
.5

1
.4

0
.9

↓
　

今
後

、
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

、
燃

料
供

給
者

が
少

し
で

も
取

引
単

価
の

高
い

大
型

の
発

電
設

備
へ

移
行

す
る

こ
と

が
予

測
さ

れ
る

が
、

価
格

競
争

を
す

る
つ

も
り

は
な

い
。

現
状

の
入

荷
量

と
単

価
を

当
面

は
維

持
し

、
入

荷
量

変
動

分
は

建
築

資
材

廃
棄

物
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
で

対
応

し
て

い
き

た
い

。
最

悪
、

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
集

荷
が

で
き

な
く

な
る

こ
と

も
視

野
に

入
れ

、
自

社
海

外
工

場
か

ら
の

一
般

木
材

の
入

荷
を

進
め

、
自

社
グ

ル
ー

プ
の

燃
料

比
率

を
上

げ
て

い
く

こ
と

を
追

求
し

た
い

。

○
新

た
な

発
電

設
備

を
認

定
す

る
際

は
、

特
に

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
使

用
予

定
量

と
調

達
先

は
、

行
政

が
確

認
し

、
既

存
の

用
途

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
の

か
、

精
査

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

図
表
2
－
(3
)－

ア
－
⑥
　
調
査
対
象
と
し
た
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業
者
に
お
け
る
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
等
に
つ
い
て

№ 1 2 3 4

発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）
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№
発
電
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力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

0
.5

万
kW

級
1
.8

5
.1

3
.3

↓
現

状
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

集
荷

状
況

を
み

る
と

、
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
は

不
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

燃
料

用
と

な
る

C
材

は
材

価
が

低
い

た
め

、
建

築
用

材
の

A
・
B

材
、

特
に

国
産

材
の

一
般

用
材

で
あ

る
A

材
の

材
価

が
上

が
っ

て
こ

な
い

と
、

C
材

の
搬

出
は

不
可

能
と

思
わ

れ
る

。
周

辺
の

山
林

は
ど

こ
も

急
峻

で
あ

り
、

搬
出

に
は

1
5
,0

0
0

円
/
㎥

～
2
0
,0

0
0

円
/
㎥

の
費

用
が

か
か

る
と

言
わ

れ
て

お
り

、
木

造
住

宅
の

需
要

が
無

い
と

、
こ

れ
以

上
の

C
材

の
供

給
は

不
可

能
と

感
じ

て
い

る
。

○
行

政
側

の
事

前
チ

ェ
ッ

ク
は

必
要

で
あ

る
が

、
安

定
供

給
で

き
る

か
の

観
点

か
ら

、
素

材
生

産
業

者
と

の
木

材
供

給
に

関
す

る
協

定
書

の
写

し
を

求
め

る
程

度
で

は
、

実
質

的
な

強
制

力
が

な
く

、
素

材
生

産
業

者
は

容
易

に
協

定
書

に
捺

印
す

る
と

予
想

さ
れ

る
。

行
政

側
の

事
前

チ
ェ

ッ
ク

の
実

効
性

を
高

め
る

た
め

に
は

、
例

え
ば

、
森

林
経

営
計

画
の

写
し

を
求

め
る

こ
と

が
有

効
で

は
な

い
か

。
森

林
経

営
計

画
は

永
続

的
な

森
林

経
営

に
よ

り
5
年

間
の

素
材

生
産

量
が

決
め

ら
れ

て
お

り
、

必
ず

計
画

上
の

素
材

量
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
発

電
設

備
の

認
定

申
請

時
に

添
付

の
義

務
化

を
す

べ
き

た
と

思
う

。
た

だ
、

燃
料

用
の

C
材

は
、

そ
の

う
ち

の
1
割

～
3
割

程
度

と
予

測
さ

れ
る

た
め

、
そ

こ
を

加
味

し
て

認
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

0
.5

万
kW

級
3
.2

0
.9

▲
 2

.3
↓

今
後

も
周

辺
に

競
合

す
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

あ
る

限
り

、
必

要
な

燃
料

チ
ッ

プ
の

確
保

に
は

苦
慮

す
る

と
思

う
が

、
引

き
続

き
、

新
た

な
調

達
先

と
し

て
、

素
材

生
産

事
業

者
、

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

、
製

材
事

業
者

な
ど

の
供

給
先

と
長

期
安

定
供

給
契

約
や

協
定

を
締

結
し

、
調

達
量

の
安

定
化

を
図

る
つ

も
り

で
あ

る
。

○
行

政
が

発
電

設
備

の
認

定
時

に
お

い
て

、
計

画
の

妥
当

性
を

判
断

す
る

こ
と

は
、

現
実

的
に

は
困

難
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

が
、

可
能

な
限

り
踏

み
込

ん
で

、
申

請
事

業
者

か
ら

、
計

画
の

内
容

、
特

に
原

料
の

調
達

計
画

の
妥

当
性

に
つ

い
て

確
認

す
る

こ
と

は
必

要
で

あ
る

。

0
.5

万
kW

級
3
.4

2
.4

▲
 1

.0
↓

今
後

も
周

辺
に

競
合

す
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

あ
る

限
り

、
必

要
な

燃
料

チ
ッ

プ
の

確
保

に
は

苦
慮

す
る

と
思

う
。

○
新

規
の

発
電

設
備

の
認

定
を

行
う

際
に

は
、

既
設

の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

所
の

燃
料

調
達

に
影

響
の

な
い

こ
と

を
行

政
が

確
認

す
る

必
要

は
あ

る
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
3
.5

4
.4

0
.9

↓
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

、
今

後
調

達
が

難
し

く
な

る
場

合
を

想
定

し
、

当
初

は
想

定
し

て
い

な
か

っ
た

他
県

か
ら

も
一

般
木

質
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
に

相
当

す
る

製
材

端
材

の
調

達
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

－
ま

だ
運

転
開

始
後

間
も

な
い

た
め

、
行

政
が

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

供
給

に
関

し
て

、
ど

の
程

度
関

与
で

き
る

余
地

が
あ

る
の

か
コ

メ
ン

ト
で

き
る

立
場

に
な

い
。

1
.5

万
kW

級
4
.6

2
.6

▲
 2

.0
↓

同
じ

県
内

だ
け

で
も

、
既

に
2
社

が
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

の
認

定
を

取
得

し
て

お
り

、
う

ち
1
社

（
0
.5

万
kW

級
）
は

既
に

運
転

を
開

始
し

て
お

り
、

残
り

の
1
社

（
2
万

kW
超

）
は

、
今

後
運

転
開

始
予

定
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
の

競
合

は
顕

在
化

し
て

お
り

、
今

後
の

調
達

見
通

し
は

厳
し

い
と

予
想

し
て

い
る

が
、

既
存

の
取

引
先

で
あ

る
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
と

の
信

頼
関

係
を

さ
ら

に
深

め
、

新
規

の
取

引
先

を
開

拓
す

る
な

ど
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

調
達

ル
ー

ト
の

多
様

化
を

進
め

る
こ

と
を

検
討

し
て

い
る

。

○
国

が
各

都
道

府
県

の
森

林
資

源
の

賦
存

量
を

把
握

し
、

搬
出

コ
ス

ト
や

搬
出

可
能

量
の

試
算

を
精

緻
に

行
う

こ
と

に
は

限
界

が
あ

る
と

思
う

が
、

統
計

的
な

手
法

を
活

用
す

る
な

ど
し

て
可

能
な

限
り

、
事

業
採

算
性

に
見

合
う

バ
イ

オ
マ

ス
賦

存
量

が
計

画
エ

リ
ア

周
辺

に
存

在
す

る
の

か
、

近
隣

の
発

電
設

備
と

調
達

エ
リ

ア
が

被
ら

な
い

か
、

経
済

性
に

見
合

う
調

達
エ

リ
ア

を
想

定
し

て
い

る
か

な
ど

の
観

点
か

ら
、

調
達

計
画

の
妥

当
性

の
審

査
は

行
う

必
要

は
あ

る
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
3
.0

1
.6

▲
 1

.4
↓

隣
接

す
る

複
数

の
県

内
に

、
燃

料
チ

ッ
プ

が
競

合
す

る
と

思
わ

れ
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

続
々

と
認

定
さ

れ
て

お
り

、
把

握
し

て
い

る
も

の
だ

け
で

も
、

5
設

備
（
1
万

kw
未

満
の

設
備

：
4
、

7
.5

万
kw

級
の

設
備

1
）
あ

る
。

こ
の

う
ち

発
電

規
模

1
万

kw
未

満
の

4
発

電
設

備
に

つ
い

て
は

、
既

に
運

転
を

開
始

し
て

お
り

、
地

元
自

治
体

が
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
に

関
し

て
独

自
の

補
助

金
を

交
付

し
て

い
る

こ
と

も
あ

り
、

健
全

な
競

争
を

阻
害

し
て

い
る

。
ま

た
、

こ
れ

ら
の

発
電

設
備

を
運

営
す

る
事

業
者

は
、

県
外

で
も

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

当
県

の
間

伐
材

等
に

も
手

を
付

け
始

め
て

い
る

と
の

情
報

が
あ

り
地

元
自

治
体

か
ら

価
格

面
で

優
遇

さ
れ

た
こ

れ
ら

の
事

業
者

が
本

格
的

に
燃

料
の

調
達

に
乗

り
出

し
て

く
る

と
、

今
後

、
競

争
は

さ
ら

に
激

化
し

、
価

格
の

高
騰

化
を

招
く

の
で

は
な

い
か

と
心

配
し

て
い

る
。

○
再

エ
ネ

特
措

法
に

よ
る

認
定

を
受

け
た

発
電

設
備

は
、

公
共

性
の

高
い

民
間

施
設

で
あ

り
、

地
域

林
業

界
の

活
性

化
を

促
す

重
要

な
施

設
で

あ
る

。
一

度
、

国
の

認
定

が
下

り
て

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

流
れ

が
で

き
上

が
っ

た
も

の
を

燃
料

の
調

達
が

滞
る

な
ど

し
て

運
転

を
停

止
し

た
場

合
の

地
元

へ
の

ダ
メ

ー
ジ

は
計

り
知

れ
な

い
も

の
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

新
規

で
発

電
設

備
の

認
定

を
受

け
る

際
に

は
、

行
政

が
既

存
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

利
用

状
況

（
既

存
の

発
電

設
備

を
含

む
）
に

影
響

が
出

な
い

か
、

特
に

地
域

（
都

道
府

県
）
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
燃

料
の

賦
存

量
や

利
用

可
能

量
と

発
電

規
模

バ
ラ

ン
ス

を
管

理
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

や
む

を
得

ず
都

道
府

県
を

越
え

て
燃

料
調

達
が

必
要

と
な

る
場

合
に

は
、

関
係

す
る

都
道

府
県

が
共

に
関

与
し

て
調

整
す

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
認

定
後

も
必

要
に

応
じ

て
行

政
に

よ
る

定
期

的
な

聴
き

取
り

調
査

及
び

指
導

は
、

発
電

設
備

の
長

期
的

か
つ

安
定

的
な

経
営

を
実

施
さ

せ
る

た
め

に
は

必
要

不
可

欠
で

あ
る

と
考

え
る

。

5 6 7 8 1
09



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

2
.5

万
kW

級
0
.3

0
.0

▲
 0

.3
→

当
初

か
ら

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

に
は

期
待

し
て

い
な

か
っ

た
が

、
今

後
は

主
要

燃
料

で
あ

る
建

設
資

材
廃

棄
物

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
が

更
に

厳
し

く
な

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
た

め
、

一
般

木
質

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
更

な
る

収
集

増
が

必
要

と
考

え
て

い
る

。

－
発

電
設

備
の

認
定

時
に

行
政

が
燃

料
チ

ッ
プ

の
安

定
供

給
の

観
点

か
ら

一
定

の
関

与
を

す
べ

き
か

ど
う

か
は

何
と

も
言

え
な

い
。

0
.5

万
kW

級
0
.1

0
.1

0
↓

現
在

の
と

こ
ろ

は
計

画
ど

お
り

の
燃

料
チ

ッ
プ

が
調

達
で

き
て

い
る

が
、

近
隣

に
は

大
規

模
な

発
電

設
備

が
続

々
と

認
定

を
受

け
て

お
り

、
既

存
の

製
紙

会
社

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

伐
採

か
ら

チ
ッ

プ
化

さ
れ

、
燃

料
と

し
て

持
ち

込
ま

れ
る

ま
で

の
サ

イ
ク

ル
が

早
く

な
り

、
当

初
想

定
し

て
い

た
燃

料
チ

ッ
プ

の
水

分
率

が
上

昇
し

て
い

る
。

こ
の

地
区

で
は

、
さ

ら
に

ま
だ

新
し

い
バ

イ
オ

マ
ス

プ
ラ

ン
ト

が
オ

ー
プ

ン
し

て
い

く
と

の
情

報
も

あ
り

、
将

来
的

に
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
が

ど
の

よ
う

な
形

に
な

っ
て

い
く

か
、

先
行

き
が

見
通

し
に

く
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。

○
新

規
の

発
電

設
備

の
認

定
を

行
う

場
合

は
、

行
政

は
、

具
体

的
に

調
達

先
は

ど
こ

で
、

話
は

で
き

て
い

る
の

か
、

量
は

ど
の

程
度

な
の

か
、

調
達

に
か

け
ら

れ
る

コ
ス

ト
を

ど
の

程
度

と
考

え
て

い
る

か
な

ど
を

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
り

確
認

し
、

周
辺

地
域

に
は

競
合

の
発

電
所

が
既

に
に

い
く

つ
も

存
在

し
て

い
る

こ
と

や
、

そ
れ

ら
と

協
調

し
な

け
れ

ば
お

互
い

2
0
年

間
存

続
で

き
な

い
こ

と
を

伝
え

て
い

た
だ

き
た

い
。

0
.5

万
kW

級
0
.1

0
.1

0
↓

今
後

は
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

設
置

さ
れ

れ
ば

、
木

質
資

源
の

確
保

が
難

し
く

な
る

可
能

性
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
が

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
の

競
合

が
激

し
く

な
っ

て
も

当
発

電
設

備
は

グ
ル

ー
プ

企
業

の
事

業
と

タ
イ

ア
ッ

プ
し

、
安

定
的

な
燃

料
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
考

え
て

い
る

。

○
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

を
設

置
す

る
場

合
、

間
伐

材
等

由
来

の
原

木
の

賦
存

量
は

、
事

業
者

に
と

っ
て

発
電

設
備

の
運

転
継

続
に

必
要

不
可

欠
な

情
報

で
あ

る
た

め
、

行
政

が
で

き
る

範
囲

で
地

域
の

賦
存

量
を

把
握

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
そ

の
上

で
、

行
政

は
発

電
設

備
の

認
定

を
行

う
に

際
し

、
発

電
設

備
の

設
置

事
業

者
に

対
し

、
例

え
ば

、
燃

料
調

達
先

と
そ

の
調

達
先

の
素

材
生

産
事

業
者

の
生

産
規

模
、

取
引

先
別

、
供

給
量

等
燃

料
調

達
の

信
頼

性
を

チ
ェ

ッ
ク

で
き

る
書

類
を

添
付

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

性
を

審
査

す
べ

き
で

あ
る

。

1
1

1
2

1
3



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

5
.0

万
kW

以
上

1
.7

1
.5

▲
 0

.2
↓

今
後

は
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
の

運
転

開
始

が
予

定
さ

れ
て

お
り

、
規

模
の

大
き

な
も

の
で

は
、

２
万

～
1
5
万

kW
級

の
発

電
設

備
が

控
え

て
い

る
た

め
、

今
後

さ
ら

に
競

合
は

激
化

し
、

間
伐

材
等

由
来

・
建

設
資

材
廃

棄
物

と
も

に
、

量
的

・
価

格
的

な
安

定
調

達
は

厳
し

さ
を

増
す

と
考

え
て

い
る

。

○
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
は

、
都

道
府

県
を

ま
た

が
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

行
政

は
、

都
道

府
県

単
位

で
は

な
く

、
調

達
エ

リ
ア

全
体

で
安

定
供

給
で

き
る

か
否

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

る
。

今
後

の
新

規
発

電
設

備
の

認
定

に
際

し
て

、
周

辺
地

域
に

お
け

る
既

存
設

備
の

集
荷

実
績

を
把

握
し

、
追

加
供

給
に

余
裕

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
場

合
の

み
認

定
す

べ
き

で
、

見
込

数
量

の
み

で
安

易
に

認
定

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
0
.1

0
.3

0
.2

↓
現

在
の

と
こ

ろ
、

当
初

の
計

画
ど

お
り

燃
料

チ
ッ

プ
は

調
達

で
き

て
い

る
と

考
え

て
い

る
が

、
主

燃
料

で
あ

る
一

般
木

質
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
は

、
併

設
す

る
合

板
工

場
か

ら
出

て
く

る
残

材
等

に
頼

っ
て

お
り

、
今

後
、

合
板

の
生

産
状

況
に

よ
り

調
達

量
が

変
わ

っ
て

く
る

可
能

性
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

不
足

し
た

場
合

は
、

間
伐

材
等

由
来

の
チ

ッ
プ

で
補

充
す

る
形

を
想

定
し

て
い

る
が

、
山

に
あ

る
本

当
に

使
わ

れ
て

い
な

い
「
林

地
未

利
用

材
」
が

使
わ

れ
ず

、
他

の
用

途
に

も
利

用
で

き
る

材
料

を
取

り
合

っ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

り
、

こ
の

ま
ま

木
材

の
カ

ス
ケ

ー
ド

利
用

が
壊

れ
、

原
木

価
格

が
高

騰
し

、
木

材
産

業
の

雇
用

が
壊

れ
て

い
く

の
で

は
な

い
か

と
不

安
を

感
じ

て
い

る
。

○
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
を

調
達

す
る

に
当

た
り

、
本

当
の

意
味

で
未

利
用

と
な

っ
て

い
る

林
地

残
材

だ
け

で
は

な
く

、
現

行
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

認
め

ら
れ

て
い

る
間

伐
材

等
由

来
の

木
材

を
集

め
よ

う
と

す
る

と
、

既
存

用
途

と
の

競
争

は
避

け
ら

れ
な

い
た

め
、

こ
れ

ま
で

ど
お

り
行

政
の

一
定

の
関

与
は

必
要

で
あ

る
と

思
う

。
し

か
し

、
こ

の
際

、
間

伐
材

等
由

来
の

定
義

を
見

直
し

、
本

当
に

利
用

さ
れ

て
い

な
い

材
だ

け
を

高
い

調
達

価
格

に
見

直
し

、
そ

の
ほ

か
競

合
し

得
る

も
の

は
一

般
木

質
由

来
と

同
程

度
の

調
達

価
格

に
で

き
れ

ば
、

行
政

の
関

与
度

は
低

く
な

り
、

既
存

事
業

と
の

過
度

な
競

争
は

避
け

ら
れ

る
の

で
は

な
い

か
。

0
.5

万
kW

級
4
.1

2
.9

▲
 1

.2
↓

現
状

は
、

国
有

林
の

入
札

な
ど

で
ス

ポ
ッ

ト
的

に
燃

料
チ

ッ
プ

を
確

保
し

て
い

っ
て

い
る

が
、

価
格

に
つ

い
て

は
、

需
給

バ
ラ

ン
ス

が
崩

れ
、

既
に

昨
年

度
比

で
ト

ン
当

た
り

5
0
0
円

程
度

上
昇

し
て

お
り

、
今

後
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

開
設

さ
れ

る
と

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
競

合
は

さ
ら

に
激

化
し

、
価

格
も

高
騰

す
る

の
で

は
な

い
か

と
心

配
し

て
い

る
。

○
行

政
が

長
期

に
わ

た
り

発
電

事
業

者
へ

の
未

利
用

材
の

供
給

可
能

量
を

正
確

に
把

握
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
と

思
う

。
ま

た
、

同
様

に
、

発
電

事
業

者
か

ら
み

て
も

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
に

は
気

候
変

動
等

の
要

素
も

多
分

に
影

響
す

る
こ

と
か

ら
、

計
画

的
に

未
利

用
材

を
調

達
す

る
こ

と
は

困
難

な
状

況
で

あ
る

と
思

う
。

し
か

し
な

が
ら

、
発

電
設

備
の

認
定

時
に

お
い

て
、

行
政

は
認

定
申

請
者

の
燃

料
の

調
達

方
法

（
集

荷
場

所
・
調

達
量

・
価

格
）
、

事
業

の
実

現
性

等
の

基
本

ス
キ

ー
ム

及
び

そ
の

実
行

の
継

続
的

な
確

認
は

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
1
.8

2
.3

0
.5

↑
当

発
電

設
備

の
燃

料
は

、
隣

接
す

る
グ

ル
ー

プ
企

業
の

木
材

工
場

が
一

括
で

調
達

し
て

お
り

、
Ａ

材
、

Ｂ
材

は
、

製
材

と
し

て
利

用
し

、
Ｃ

材
は

、
発

電
燃

料
と

し
て

利
用

す
る

と
い

っ
た

グ
ル

ー
プ

全
体

で
木

材
を

合
理

的
に

調
達

す
る

仕
組

み
が

整
っ

て
い

る
た

め
、

短
期

的
に

は
、

木
材

原
料

が
競

合
す

る
瞬

間
が

発
生

す
る

可
能

性
は

あ
り

得
る

も
の

の
、

長
期

的
に

は
、

安
定

調
達

に
優

位
性

が
あ

る
た

め
、

特
に

問
題

な
い

と
考

え
て

い
る

。

×
行

政
と

し
て

監
督

責
任

の
観

点
か

ら
、

燃
料

チ
ッ

プ
を

安
定

的
に

確
保

で
き

な
い

失
敗

事
例

を
避

け
た

い
と

い
う

思
い

は
、

自
然

な
流

れ
で

あ
る

と
理

解
で

き
る

が
、

そ
も

そ
も

、
新

た
に

生
ま

れ
る

市
場

に
失

敗
は

つ
き

も
の

で
あ

り
、

そ
の

供
給

可
能

量
を

適
正

か
否

か
を

見
極

め
る

こ
と

は
様

々
な

要
因

が
複

雑
に

絡
み

あ
う

た
め

、
極

論
を

言
う

と
不

可
能

で
あ

る
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
ま

た
、

行
政

が
監

督
の

名
の

下
で

、
発

電
事

業
者

の
供

給
可

能
量

を
担

保
さ

せ
る

こ
と

を
縛

れ
ば

縛
る

ほ
ど

、
今

後
の

普
及

の
足

か
せ

と
な

る
た

め
、

今
後

、
行

政
側

と
し

て
は

極
力

燃
料

供
給

に
は

関
与

せ
ず

、
な

ぜ
安

定
供

給
が

で
き

る
の

か
そ

の
仕

組
み

を
答

え
さ

せ
る

程
度

で
十

分
な

の
で

は
な

い
か

と
思

う
。

1
4

1
5

1
6

1
7



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

0
.5

万
kW

級
3
.7

3
.7

0
↓

運
転

開
始

の
2
年

ほ
ど

前
か

ら
、

主
燃

料
で

あ
る

間
伐

材
等

由
来

の
未

利
用

木
材

の
調

達
を

開
始

し
て

い
る

が
、

そ
の

後
、

円
安

や
新

興
国

の
成

長
に

伴
う

国
産

材
の

輸
出

の
増

大
し

た
こ

と
、

周
辺

地
域

に
お

け
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
の

開
設

が
相

次
い

だ
こ

と
に

よ
り

、
現

在
の

原
木

の
買

入
価

格
は

当
時

の
約

2
～

2
.5

倍
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

今
後

、
調

達
の

見
通

し
は

、
量

と
価

格
の

両
面

で
決

し
て

明
る

く
な

い
と

考
え

て
い

る
。

○
現

在
、

発
電

設
備

の
認

定
を

行
う

に
当

た
っ

て
、

行
政

は
素

材
生

産
事

業
者

等
と

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

や
同

意
書

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
に

よ
り

、
発

電
設

備
の

燃
料

供
給

の
安

定
性

を
チ

ェ
ッ

ク
し

て
い

る
と

思
う

が
、

既
存

施
設

と
の

競
争

が
激

化
し

て
い

る
現

状
で

は
、

こ
れ

が
必

ず
し

も
効

力
を

発
揮

す
る

も
の

と
は

な
っ

て
い

な
い

。
こ

の
た

め
、

行
政

と
し

て
行

っ
て

い
た

だ
き

た
い

こ
と

は
、

①
林

野
庁

の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
逸

脱
し

た
場

合
の

罰
則

規
定

を
設

け
る

こ
と

、
②

発
電

設
備

を
認

定
し

た
後

に
当

初
の

計
画

ど
お

り
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
が

確
保

で
き

て
い

る
か

、
調

達
先

に
関

す
る

ト
レ

ー
ス

を
行

う
こ

と
、

③
カ

ス
ケ

ー
ド

利
用

推
進

の
観

点
か

ら
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

カ
ス

ケ
ー

ド
利

用
に

つ
い

て
の

実
態

を
明

ら
か

に
し

、
必

要
に

応
じ

て
是

正
指

導
を

行
う

こ
と

を
お

願
い

し
た

い
。

2
.0

万
kW

級
0
.6

1
.1

0
.5

↓
現

状
は

、
ほ

ぼ
計

画
ど

お
り

に
燃

料
チ

ッ
プ

は
調

達
で

き
て

い
る

と
考

え
て

い
る

が
、

様
々

な
情

勢
変

化
が

起
こ

っ
て

い
る

現
状

で
は

、
今

後
は

、
必

ず
し

も
当

初
の

計
画

ど
お

り
調

達
が

で
き

る
と

は
断

言
で

き
ず

、
新

た
な

調
達

先
の

拡
大

な
ど

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

態
も

想
定

し
て

い
る

。

○
発

電
設

備
の

燃
料

調
達

に
関

し
て

、
行

政
の

一
定

程
度

の
関

与
は

必
要

と
考

え
て

い
る

が
、

発
電

燃
料

が
既

存
用

途
へ

の
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
な

い
か

に
つ

い
て

、
発

電
事

業
者

か
ら

、
製

紙
会

社
等

に
聞

き
取

り
を

行
わ

せ
よ

う
と

す
る

と
、

都
合

の
よ

い
よ

う
に

解
釈

し
、

「
影

響
は

な
い

」
な

ど
と

し
て

行
政

に
報

告
し

て
き

て
い

る
可

能
性

も
捨

て
き

れ
な

い
の

で
、

裏
を

と
る

意
味

で
は

、
林

野
庁

等
が

直
接

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
う

べ
き

で
あ

る
と

思
う

。

1
.0

万
kW

級
5
.5

2
.4

▲
 3

.1
↓

今
後

も
あ

る
程

度
の

製
紙

会
社

と
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

競
合

は
避

け
ら

れ
な

い
と

考
え

、
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

買
取

価
格

を
製

紙
工

場
の

取
引

価
格

に
負

け
な

い
よ

う
値

上
げ

（
ト

ン
当

た
り

1
,5

0
0
円

程
度

）
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

今
後

は
、

周
辺

地
域

で
運

転
を

開
始

し
て

い
る

既
存

の
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

所
と

交
流

を
行

い
、

発
電

所
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
作

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

燃
料

の
融

通
な

ど
を

行
う

こ
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で
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未利用間伐材等を燃料とする木質バイオマス発電設備認定の申

請をされる事業者の方へ 

木質バイオマス発電のうち、未利用間伐材等を使用燃料とする場合につ

いては、燃料となる木材が安定的に供給されること、既存の用途への影響

が少ないことなどを確認するため、以下の対応をお願いします。 

１ 都道府県林務担当部局等への事前説明について 

 地域の森林資源の供給及び利用に関する方針や計画は、都道府県林務

担当部局が中心となって策定しています。このため、設備認定申請を行

う段階において、燃料（原木）の調達範囲となっている都道府県の当該

部局に対し、当該発電計画（特に①燃料の使用予定数量に対する木材供

給者毎の調達予定数量内訳、②素材生産者による増産方策をはじめとす

る燃料調達計画、③既存の需要者への対応）について、十分説明してく

ださい。原木の調達範囲が複数県にまたがる場合は、それぞれの都道府

県の当該部局に説明してください。その際、原木の調達範囲と未利用材

の賦存状況との整合が図られているか等について、当該部局に確認して

ください。 

なお、国有林からの燃料調達を検討している場合は、当該国有林を管

轄している森林管理局及び森林管理署等にも同様の対応をしてください。 

２ 林野庁におけるヒアリングについて 

木質バイオマス発電の設備認定の審査に当たっては、林野庁にてヒア

リングを実施し、都道府県林務担当者と木材供給者（森林組合等）も交

えて事業計画の確認と情報の共有を行います。

　ヒアリングに当たっては、記載例を参考に別添の事前チェック票につ

いて関係者（都道府県林務担当者、木材供給者等）と調整の上、記載を

お願いしています。 

また、ヒアリング時には、燃料となる木材が安定的に供給されること

について十分確認するため、木材の安定供給協定（発電事業者とチップ

生産業者との協定、チップ生産業者と木材供給者との協定等）の写しな

ど安定的に供給されることが具体的にわかる書類の持参をお願いしてい

ますので、あらかじめ木材供給者と調達予定数量等について協議を行う

など、ご準備いただくようお願いします。 

本件に関する問合せ先 

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班 

  電話： 03-6744-2297

図表2－(3)－ア－⑦　林野庁が間伐材等由来の木質バイオマス発電設備の認定を受ける事業者向けに出した
文書（平成27年7月公表）
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ＦＩＴ設備認定における事前チェックについて 

林野庁 木材利用課 

１ 申請の概要 

  申請者     株式会社○○バイオマス 

発電所位置   ○○県○○市○○１－２－１ 

 発電能力        ○○kW 既存・新設の別     新設 

運転開始日  平成28年○月○日 

 使用燃料   

 

 

 

 

 

 

 

 燃料種類 具体的種類 予定使用量(ｔ) 購入予定価格(円/t) 

間伐材等由来の

木質バイオマス 

未利用材 

低質材 

20,000 

 

7,900～9,000円/ｔ 

 (チップ)    

一般木質バイオ

マス 

 

間伐材由来以外

の一般低質材・剪

定枝・虫害木 

20,000 6,500円/ｔ(チップ) 

製材端材 20,000 4,000円/t 

PKS 10,000 12,000円/t 

建設資材廃棄物 建築廃材 10,000 2,000円/ｔ 

その他 流木等 10,000t 1,000円/ｔ 

（ＦＩＴ設備認定申請書の記載内容と同一か確認するとともに、提出時点から変更がある場

合は申請書の差し替えを行うこと。） 

※運転開始数年後の目標などではなく、運転開始時に収集可能な使用燃料とすること。 

※以下に、購入予定価格の考え方（どの時点での価格か、含水率、価格に幅がある場合の理

由等）を記載 

購入予定価格：発電所着価格(2015 年○月現在) 

含水率（PKS 及び建設資材廃棄物を除く）：40% 

      

２ 事前審査結果（聴き取り結果） 

聴取年月日 平成27年○月○日  聴取方法  面談 

回答者 （発電事業者）(株)○○バイオマス：○○、○○、○○ 

（素材生産業者）○○協同組合：○○、○○ 

○○林業株式会社：○○ 

○○ホールディングス：○○ 

（行政）○○県○○部○○課：○○、○○ 
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① 木材の買取価格が適正か（山側への還元が十分なされているか） 

 ・ 未利用間伐材の区分（32 円/kWh）の場合、発電所着価格で下限 8,000 円/t 程度を想定

しつつ、コスト構造がどうなっているか。また、川上（木質バイオマス供給者）と合意し

ているかどうか。 

未利用材5,400～6,500円/ｔ（山土場価格）、チップ加工賃2,500円/ｔ 

 運賃（山土場～チップ工場）：1,000円/ｔ、運賃（チップ工場～発電所）：○円/ｔ（該当す

する場合に記載） 

一般木材4,000円/ｔ（運賃込）、チップ加工賃2,500円/ｔ 

流木等：1,000円/ｔ 

未利用材については併設工場でチップ化、その他はチップで入荷。集材範囲は県東地域で30～5

0km程度。PKSはインドネシアから。 

山元への還元は、1,000円/tの還元。 

 

②  林業・山村地域等の活性化への配慮があるか 

   ・ 地域内への波及効果、雇用創出効果（具体の人数）、地域林業への効果が十分にあるか。 

①発電所運転員：15名（３交代）②燃料加工員：15名③木質集荷・集材・運搬人員：60名 

総勢90名の新規雇用が創出を見込む。 

また、松くい被害木が有効活用されることを地元から期待されている。 

 

③  燃料を安定調達できるか 

 ・ 燃料をどのように調達しようとしているのか。地元の素材生産業者と供給等の協定を結

んでいるか。 

発電所運転開始５年後までの期間において数量を定めた木質バイオマス供給者との安定

供給契約を締結済みであり、協定数量により本発電所計画の使用予定量を十分賄える見通し

。(○○協同組合、○○森林組合、○○林業㈱)。なお、安定供給に向けた各者の取組みは以

下のとおりで、協定数量は十分達成できると考えている。なお、集材範囲は○○地域を中心

に発電所から半径○km程度。 

・○○協同組合 

現場にあるC材、D材を可能な限り山から出すよう組合員に周知徹底し、地域にあった全幹

、全木集材システムを構築し、Ｃ材、Ｄ材が低コストで集材できるよう伐出システムを転換

していく。なお、使用燃料のうち間伐材等由来バイオマスと一般木質バイオマス（製材端材

除く）の９割を相当する量をとりまとめる窓口となる。 

・○○森林組合 

間伐材の増産やカスケード利用、松くい被害木、ダムの流木等の活用により増産体制を構

築する。 

・(有)○○林業 

民有林の購入により増産体制を構築する。 

・○○林業(株) 

多くの製材端材を保有しており、仮に未利用材の供給が不足しても製材端材により不足分

を補う事は可能と考えている 
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・ 燃料調達の内訳について、下表にまとめて記載すること。その際、ＦＩＴ設備認定申請

書の記載内容との整合を確保すること。 

素材生産業者

名 

現状の素材

生産量 

今後の素材生産計画量 素材生産量拡大の方策 

 うち FIT向け 

○○林業 ｽｷﾞ 5,000m3 ｽｷﾞ 10,000m3 ｽｷﾞ 4,000m3 作業班の増加（３班体制から５

班体制へ） 

高性能林業機械の導入 

△△森林組合 ｽｷﾞ 8,000m3 

ｶ ﾗ ﾏ ﾂ

3,000m3 

ｽｷﾞ 10,000m3 

ｶﾗﾏﾂ 3,000m3 

ｽｷﾞ 2,000m3 単幹集材から全木集材への転

換による林地残材の集材 

□□素材流通

協同組合 

ｽ ｷ ﾞ

25,000m3 

ｶ ﾗ ﾏ ﾂ

10,000m3 

   

     

 

 

④  既存用途への影響があるか 

・ 伐採段階、加工段階において、製材、合板用など既存用途との関係で影響が少ないこと

を地元の関係者に確認しているか。 

近隣の製紙会社は、バイオマス発電の計画について、①素材生産業者が針葉樹へシフト、②

トラックや運転手の争奪戦、③針葉樹チップの集荷が難しくなることを懸念。 

合板工場は、上記①に加えて、Ｂ材への浸食を懸念 

 これに対し、これまで未利用だった材を活用することを十分説明した上で、①カスケード

利用の推進により生産量の増大と生産者の作業環境の改善を図り、生産量を増加させる取り

組みを行う、②材はあるが山から出せない事態を想定し、出資者の物流会社との協業により

、未利用材の回収システムを構築する、③価格については、地域の相場を把握し既存企業へ

の影響が出ないように事業運営していくことを示し、懸念が払拭されるよう関係者と十分な

調整を図っていく。 

なお、製材工場は、背板チップを多く保有しており、現状遠方に出荷している状況であり

、近くに発電所ができることを歓迎している。 
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・ 当該木質バイオマス発電施設から 50km圏内の大型国産材加工施設（製材工場、合板工場

等）、製紙工場、木質バイオマス発電施設を具体的に記入の上、聞き取り内容と対応方針を下

表にまとめて記載すること。 

工場名 所在地 樹種別年間素

材消費量 

ヒアリング結果 対応方針 

製 材 工

場 

A 木材

○○工

場 

ス ギ

30,000m3 

自社で使う原木は A

材でバイオマス用と

は競合しない。 

特に必要無い。 

製 材 工

場 

B 製材 ﾋﾉｷ 10,000m3 同上 特に必要無い。 

合 板 工

場 

C 合板

△△工

場 

ス ギ

50,000m3 

ﾋﾉｷ 20,000m3

当社の集荷する B 材

がﾊﾞｲｵﾏｽ用に流れる

ことを懸念。 

▲▲素材流通協同組

合が素材生産量を●

m3から■m3に増やし、

B 材と C,D 材の仕分け

を徹底することで合

板用への供給を従来

通り確保できること

を確認。 

集 成 材

工場 

製 紙 工

場 

⑤ 山側への要望等はないか

・ 事業を進めるにあたっての山側への要望や課題はないか。

安定供給を行うための対応策(人工、車両、土場等)について、事業者として一緒に取り組ん

でいく事が重要。伐採班の拡大や回収車両について、どの程度不足しているのかを把握し協議

を進めていきたい。 

⑥ 住民、既存分野の関係者等からのネガティブな反応とそれに対する対応

2015年○月、住民説明会を実施。環境影響調査を含め地域への配慮を万全にする事で合意。

また、地元の雇用についても実施していく旨を説明。 

（注）　下線は、当省が付した。
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う ち 、証
明 書 又
は 根 拠
書類に森
林 の 伐
採 箇 所
が 未 記
載 の た
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

うち、証明
書に森林
の伐採箇
所の記載
はあった
が、市町
村名のみ
であるな
ど地番ま
での詳細
な記載が
な い た
め、根拠
書類の伐
採箇所と
照合でき
なかった
もの

うち 、証
明書と根
拠書類で
記載され
た森林の
伐 採 箇
所 が 林
班と地番
で表記が
異なるた
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

(注5） (注5） （注6）

a1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
a2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
b1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
b2 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
c1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c6 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c7 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c8 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c9 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c10 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c11 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d6 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d8 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d9 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d10 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d11 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d12 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d13 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d14 間伐材等 ○ ○ ○ 　　 ○ ○
d15 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
f1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
f2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
f3 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
f4 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
h1 間伐材等 ○ － － － － － － － － － ○ － － ①
h2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h4 間伐材等 ○ － － － － － － － － － ○ － － ①
h5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h6 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
i1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i6 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i8 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
i9 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i10 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
i11 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i12 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
j1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
j2 間伐材等 ○ ○ ○ ②
j3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
j4 一般木質 ○ ○ 　　 ○ ②
j5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
k1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
l1 一般木質 ○ ○ ○ ②
l2 一般木質 ○ ○ ○ ②
l3 一般木質 ○ ○ ○ ②
l4 一般木質 ○ ○ ○ ②
l5 一般木質 ○ ○ ○ ②
m1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
n1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
n2 間伐材等 ○ ○ ○ ②
n3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
n4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
n5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○

図表2－（3）－イ－①　調査対象とした発電設備に燃料チップを納入するチップ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況

木質バイ
オマス証
明ガイド
ラインど
おりの対
応となっ
ていな
かった
ルートの
区分

根 拠 書
類を入手
していな
かったも
の

根 拠 書
類を入手
していた
もの

14
13

8

9

10

11
12

燃料チップ
の種別

伐採段階

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

証明書を
入手して
いたもの

（チップ加工事業者等→発電設備）

本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書の入手状況
証明書及び根拠書類との伐採箇所の照合結果

(素材生産事業者等→チップ加工事業者等）

照合できなかったもの うち 、証
明 書 及
び 根 拠
書類とも
に同一の
伐 採 箇
所 が 記
載されて
おり、両
者 の 伐
採 箇 所
が照合で
きたもの

証明書の入手状況 根拠書類の入手状況

加工・流通段階

証明書及び根拠書類ともに入手していたもの 本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書を
入手して
いたもの

1

2

6

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

3

4

№

燃料
チップの
納入
ルート
名



う ち 、証
明 書 又
は 根 拠
書類に森
林 の 伐
採 箇 所
が 未 記
載 の た
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

うち、証明
書に森林
の伐採箇
所の記載
はあった
が、市町
村名のみ
であるな
ど地番ま
での詳細
な記載が
な い た
め、根拠
書類の伐
採箇所と
照合でき
なかった
もの

うち 、証
明書と根
拠書類で
記載され
た森林の
伐 採 箇
所 が 林
班と地番
で表記が
異なるた
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

(注5） (注5） （注6）

木質バイ
オマス証
明ガイド
ラインど
おりの対
応となっ
ていな
かった
ルートの
区分

根 拠 書
類を入手
していな
かったも
の

根 拠 書
類を入手
していた
もの

燃料チップ
の種別

伐採段階

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

証明書を
入手して
いたもの

（チップ加工事業者等→発電設備）

本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書の入手状況
証明書及び根拠書類との伐採箇所の照合結果

(素材生産事業者等→チップ加工事業者等）

照合できなかったもの うち 、証
明 書 及
び 根 拠
書類とも
に同一の
伐 採 箇
所 が 記
載されて
おり、両
者 の 伐
採 箇 所
が照合で
きたもの

証明書の入手状況 根拠書類の入手状況

加工・流通段階

証明書及び根拠書類ともに入手していたもの 本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書を
入手して
いたもの

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

№

燃料
チップの
納入
ルート
名

o1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
p1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
p2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
p3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
p4 間伐材等 ○ ○ ○ ②
p5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
q1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
q2 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
q3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r3 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r4 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r5 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r6 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r8 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r9 間伐材等 ○ ○ ○ ②
s1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
s2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
s3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
t1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
t2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
t3 間伐材等 ○ ○ ○ ②
u1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
u2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ②
u3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ②、③ⅰ
u4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ②、③ⅰ

間伐材等：82

一般木質：16

（注） 1

2

3

4

5

6

「燃料チップの納入ルート」とは、素材生産事業者等（川上）からチップ加工事業者等（川中）を経て、調査対象とした発電設事業者（川下）に燃料チップが納入される、一
連のサプライチェーンの流れのことである。当省では、調査対象とした発電設備の協力の下、運転日誌等を基に、当該発電設備への燃料チップの納入に関わったチップ加
工事業者等及び素材生産事業者等を把握し、当省の調査の回答が得られた事業者等を対象に、木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況の確認を行った。

木質バイオマス証明ガイドラインによると、チップ加工事業者等（川中）が発電設備（川下）に間伐材等由来又は一般木質由来の燃料チップを販売する際には、由来を証
明する書類が必要（根拠書類は不要）とされており、素材生産事業者等（川上）がチップ加工事業者等に間伐材等由来又は一般木質由来の木材を販売する際には、由来
を証明する書類のほかに、「伐採及び伐採後の造林届出書」（森林法第10条の8）などの根拠書類が必要とされている。また、素材生産事業者等（川上）がチップ加工事業
者等に間伐材等由来又は一般木質由来の木材を販売する際の証明書には、伐採箇所の記載が必要とされている。

52 23 73 4 92 70 12 12 6 40

17

18

「本来であれば、一般木質バイオマス由来の価格区分を適用すべきところを誤って、間伐材等由来の価格区分を適用していたもの」とは、伐採及び伐採後の造林の届出
書（森林法第10条の8）に基づき主伐された木材は、本来、一般木質由来の価格区分を適用すべきところを、誤って、間伐材等由来の価格区分を適用していたものである。

「木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなかったルートの区分」とは、木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなかったルートを、次のとお
り①～③ⅲの5つの区分に整理したものである。

　当省の調査結果による。

9198計 -

　「№」欄は、図表2-(3)-ア-④に対応している。

2

19

20

21

15
16

①・・・・本来であれば、間伐材等由来のバイオマスの対象とはならない主伐された原木を素材生産事業者等が間伐材等由来の木材としてチップ加工事業者等に
　　　　納入し、チップ加工事業者等が間伐材等バイオマス由来の燃料チップとして発電設備に納入しており、誤った燃料区分を適用していた例
②・・・・チップ加工事業者等が、伐採段階において必要な証明書若しくは根拠書類を素材生産事業者等から入手せず、又は加工･流通段階において必要な証明
　　　　書を作成せず、間伐材等由来のバイオマス又は一般木質由来のバイオマスとして発電設備に燃料チップを納入していた例
③ⅰ・・証明書又は根拠書類に森林の伐採箇所が未記載のため、両者の伐採箇所を照合できなかった例
③ⅱ・・証明書に森林の伐採箇所の記載はあったが、市町村名のみであるなど地番までの詳細な記載がないため、根拠書類の伐採箇所と照合できなかった例
③ⅲ・・証明書と根拠書類で記載された森林の伐採箇所が林班と地番で表記が異なるため、両者の伐採箇所を照合できなかった例
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図表 2－(3)－イ－②－ⅱ 木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応がなされていた例 

（加工・流通段階における証明書の例） 

（注） 当省が入手した資料に基づき作成した。個人名等が特定される部分については、黒塗り

している。 
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は

不
要

と
認

識
し

、
作

成
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

図
表

2
－

（
3
）
－

イ
－

④
　
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

間
伐

材
等

由
来

本
来

で
あ

れ
ば

、
間

伐
材

等
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

主
伐

さ
れ

た
原

木
（
注

）
を

素
材

生
産

事
業

者
等

か
ら

同
バ

イ
オ

マ
ス

由
来

の
木

材
と

し
て

納
入

を
受

け
、

同
バ

イ
オ

マ
ス

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

と
し

て
発

電
設

備
に

納
入

し
て

い
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

証
明

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

け
る

間
伐

材
等

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

と
一

般
木

質
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
と

の
違

い
を

十
分

理
解

し
て

お
ら

ず
、

「
伐

採
及

び
伐

採
後

の
造

林
の

届
出

書
」
の

提
出

を
行

っ
た

上
で

、
伐

採
さ

れ
た

原
木

で
あ

れ
ば

、
合

法
性

が
担

保
さ

れ
た

原
木

で
あ

る
た

め
、

伐
採

方
法

に
か

か
わ

ら
ず

、
全

て
間

伐
材

等
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
に

な
る

と
誤

認
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

　
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

発
電

設
備

（
注

2
）
で

は
、

素
材

生
産

事
業

者
等

に
は

、
証

明
書

の
提

供
を

依
頼

し
て

い
る

も
の

の
、

提
出

さ
れ

て
い

な
い

状
況

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
伐

採
箇

所
が

記
載

さ
れ

た
根

拠
書

類
が

手
元

に
あ

る
の

で
、

証
明

書
を

入
手

す
る

必
要

性
の

認
識

は
あ

ま
り

な
い

と
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

加
工

・
流

通
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

作
成

し
な

い
ま

ま
、

発
電

設
備

に
燃

料
チ

ッ
プ

を
納

入
し

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
、

当
該

発
電

設
備

で
は

、
発

電
設

備
と

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
の

所
在

地
は

隣
接

し
て

お
り

、
お

互
い

に
信

頼
関

係
が

構
築

で
き

て
い

る
の

で
、

証
明

書
の

作
成

を
省

略
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。

（
注

）
　

「
伐

採
及

び
伐

採
後

の
造

林
の

届
出

書
」
（
森

林
法

第
1
0
条

の
8
）
に

よ
り

主
伐

さ
れ

た
原

木

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

間
伐

材
等

由
来

間
伐

材
等

由
来

　
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

根
拠

書
類

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
素

材
生

産
業

者
等

か
ら

、
伐

採
作

業
ご

と
に

バ
イ

オ
マ

ス
由

来
を

証
明

す
る

情
報

カ
ー

ド
の

交
付

（
証

明
書

に
相

当
す

る
も

の
）
を

受
け

て
い

る
が

、
素

材
生

産
事

業
者

等
を

信
頼

し
て

お
り

、
根

拠
書

類
の

提
供

ま
で

は
求

め
て

い
な

い
と

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
必

要
が

あ
れ

ば
、

素
材

生
産

事
業

者
等

に
照

会
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

根
拠

書
類

の
写

し
は

容
易

に
入

手
可

能
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

本
来

で
あ
れ

ば
、
間

伐
材

等
由

来
の

バ
イ
オ
マ
ス
の

対
象

と
は

な
ら
な
い
主

伐
さ
れ

た
原

木
を
素

材
生

産
事

業
者

等
が

間
伐

材
等

由
来

の
木

材
と
し
て
チ
ッ
プ
加

工
事

業
者

等
に
納

入
し
、

チ
ッ
プ
加

工
事

業
者

等
が

間
伐

材
等

バ
イ
オ
マ
ス
由

来
の

燃
料

チ
ッ
プ
と
し
て
発

電
設

備
に
納

入
し
て
お
り
、
誤

っ
た
燃

料
区

分
を
適

用
し
て
い
た
例

（
1
発

電
設

備
2
納

入
ル

ー
ト
）

チ
ッ
プ
加

工
事

業
者

等
が

、
伐

採
段

階
に
お
い
て
必

要
な
証

明
書

若
し
く
は

根
拠

書
類

を
素

材
生

産
事

業
者

等
か

ら
入

手
せ

ず
、
又

は
加

工
･流

通
段

階
に
お
い
て
必

要
な
証

明
書

を
作

成
せ

ず
、
間

伐
材

等
由

来
の

バ
イ
オ
マ
ス
又

は
一

般
木

質
由

来
の

バ
イ
オ
マ
ス
と
し
て
発

電
設

備
に
燃

料
チ
ッ
プ
を
納

入
し
て
い
た
例

（
1
1
発

電
設

備
2
9
納

入
ル

ー
ト
）

№ 8 № 1
1

2
1 4 2
0 1



d
8

d
9

d
1
2

j1 j2 j4
一

般
木

質
由

来
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

病
院

の
新

築
工

事
に

伴
い

発
生

し
た

不
用

木
（
法

令
に

基
づ

く
伐

採
手

続
は

不
要

）
で

あ
り

、
排

出
事

業
者

か
ら

産
業

廃
棄

物
と

し
て

の
処

理
を

委
託

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
注

4
）
が

あ
れ

ば
、

バ
イ

オ
マ

ス
の

由
来

を
記

載
し

た
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

l1
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

建
設

工
事

に
伴

い
発

生
し

た
不

用
木

（
法

令
に

基
づ

く
伐

採
手

続
は

不
要

）
で

あ
り

、
排

出
事

業
者

か
ら

産
業

廃
棄

物
と

し
て

の
処

理
を

委
託

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
注

4
）
が

あ
れ

ば
、

バ
イ

オ
マ

ス
の

由
来

を
記

載
し

た
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

l2 l3 l4 l5 n
2

間
伐

材
等

由
来

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
森

林
を

所
有

す
る

県
と

経
営

計
画

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
立

木
の

売
買

契
約

書
を

締
結

し
、

原
木

を
チ

ッ
プ

に
加

工
し

た
も

の
で

あ
る

が
、

経
営

計
画

の
認

定
書

が
あ

れ
ば

、
森

林
の

伐
採

箇
所

が
特

定
で

き
る

の
で

、
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

o
1

間
伐

材
等

由
来

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
自

社
で

素
材

生
産

も
行

っ
て

い
る

た
め

、
伐

採
段

階
に

お
け

る
証

明
書

は
不

要
と

認
識

し
、

作
成

し
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。

p
4

間
伐

材
等

由
来

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
森

林
を

所
有

す
る

森
林

管
理

局
と

林
産

物
の

売
買

契
約

書
を

締
結

し
て

お
り

、
森

林
の

伐
採

箇
所

が
特

定
で

き
る

の
で

、
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

r3 r4 r5 r6 r8 r9

  
  

  
1
　

間
伐

材
等

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

は
、

平
成

2
5
年

3
月

1
3
日

を
最

後
に

、
金

額
面

で
素

材
生

産
事

業
者

と
の

折
り

合
い

が
付

か
な

か
っ

た
と

し
て

、
発

電
設

備
に

納
入

さ
れ

て
い

な
い

。
  

  
  

2
　

当
該

発
電

設
備

で
は

、
事

業
者

等
を

経
由

す
る

こ
と

な
く

、
素

材
生

産
事

業
者

等
に

対
し

直
接

、
バ

イ
オ

マ
ス

由
来

の
確

認
を

行
っ

て
い

る
。

  
  

  
3
　

素
材

生
産

事
業

者
は

、
民

間
事

業
者

で
あ

り
、

間
伐

材
の

販
売

契
約

書
の

み
で

は
、

法
令

に
基

づ
き

適
切

に
伐

採
さ

れ
た

も
の

か
が

不
明

（
本

来
で

あ
れ

ば
「
伐

採
及

び
伐

採
後

の
造

林
の

届
　

　
　

出
書

」
な

ど
法

令
に

基
づ

き
伐

採
さ

れ
た

こ
と

を
証

明
す

る
根

拠
資

料
が

必
要

）
で

あ
る

た
め

、
当

省
で

は
根

拠
書

類
に

は
当

た
ら

な
い

と
判

断
し

た
。

  
  

  
4
　

廃
棄

物
処

理
法

第
1
2
条

の
3
の

規
定

に
基

づ
き

、
産

業
廃

棄
物

の
排

出
事

業
者

に
は

、
産

業
廃

棄
物

の
種

類
及

び
数

量
等

を
記

載
し

た
書

類
「
産

業
廃

棄
物

管
理

票
」
（
産

業
廃

棄
物

マ
ニ

  
  

  
 フ

ェ
ス

ト
）
の

交
付

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

。

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

の
由

来
や

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
い

運
搬

業
者

か
ら

受
け

取
る

計
量

表
を

証
明

書
と

み
な

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

間
伐

材
等

由
来

　
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
証

明
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
Q

&
A

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

＜
国

内
森

林
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
＞

の
証

明
書

の
表

に
お

い
て

、
森

林
経

営
計

画
認

定
書

等
の

根
拠

書
類

が
「
証

明
書

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

根
拠

書
類

を
入

手
し

て
い

れ
ば

、
証

明
書

の
入

手
は

不
要

で
あ

る
と

理
解

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

間
伐

材
等

由
来

一
般

木
質

由
来

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
い

ず
れ

も
建

設
工

事
に

伴
い

発
生

し
た

不
用

木
（
法

令
に

基
づ

く
伐

採
手

続
は

不
要

）
で

あ
り

、
排

出
事

業
者

か
ら

産
業

廃
棄

物
と

し
て

の
処

理
を

委
託

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
注

4
）
が

あ
れ

ば
、

バ
イ

オ
マ

ス
の

由
来

を
記

載
し

た
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

間
伐

材
等

由
来

　
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
証

明
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

基
づ

く
関

係
団

体
等

か
ら

認
定

を
受

け
た

認
定

事
業

者
で

あ
れ

ば
根

拠
書

類
の

み
の

入
手

で
よ

い
も

の
と

誤
認

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

1
5

1
6

1
8

間
伐

材
等

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
バ

イ
オ

マ
ス

の
証

明
書

は
ど

こ
か

ら
出

材
し

、
そ

れ
に

よ
っ

て
由

来
が

証
明

で
き

る
か

が
目

的
で

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
た

め
、

納
入

時
に

素
材

生
産

事
業

者
等

か
ら

森
林

経
営

計
画

書
等

の
根

拠
書

類
を

も
ら

う
こ

と
で

、
森

林
の

伐
採

箇
所

が
特

定
で

き
る

の
で

、
そ

れ
以

上
の

書
類

を
求

め
た

り
確

認
し

た
り

は
し

て
い

な
い

と
し

て
い

る
。

4 1
0

1
2

1
4

（
注

)



③

ⅰ
）

a2
間

伐
材

等
由

来
証

明
書

に
森

林
の

伐
採

箇
所

を
未

記
載

で
あ

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
森

林
の

伐
採

箇
所

は
、

根
拠

書
類

と
な

る
経

営
計

画
の

写
し

を
み

れ
ば

、
森

林
の

伐
採

予
定

箇
所

を
特

定
で

き
る

た
め

、
証

明
書

に
ま

で
伐

採
箇

所
を

記
載

す
る

必
要

は
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

d
1
5

間
伐

材
等

由
来

根
拠

書
類

（
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

証
明

書
に

記
載

の
森

林
経

営
計

画
の

認
定

番
号

と
、

根
拠

書
類

の
森

林
経

営
計

画
認

定
書

に
お

け
る

認
定

番
号

の
照

合
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

伐
採

箇
所

ま
で

の
照

合
は

不
要

で
あ

る
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

i3 i6 i7 i1
1

　
根

拠
書

類
（
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

納
入

時
に

根
拠

書
類

で
あ

る
森

林
経

営
計

画
書

の
図

面
も

確
認

し
て

、
証

明
書

に
記

載
さ

れ
た

伐
採

箇
所

と
合

っ
て

い
る

か
確

認
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

保
管

さ
れ

て
い

る
根

拠
書

類
に

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

j3
間

伐
材

等
由

来

根
拠

書
類

を
兼

ね
た

証
明

書
（
国

有
林

由
来

の
間

伐
材

の
売

買
契

約
書

）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

当
該

売
買

契
約

書
に

は
、

物
件

の
所

在
地

が
土

場
（
注

1
）
ま

で
の

記
載

と
な

っ
て

お
り

、
伐

採
箇

所
ま

で
は

不
明

と
な

っ
て

い
る

が
、

国
の

機
関

で
あ

る
森

林
管

理
署

が
間

伐
材

等
由

来
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

p
1

p
3

q
1

間
伐

材
等

由
来

根
拠

書
類

を
兼

ね
た

証
明

書
（
国

有
林

由
来

の
間

伐
材

の
売

買
契

約
書

）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

当
該

売
買

契
約

書
に

は
、

物
件

の
所

在
地

が
土

場
（
注

）
ま

で
の

記
載

と
な

っ
て

お
り

、
伐

採
箇

所
ま

で
は

不
明

と
な

っ
て

い
る

が
、

国
の

機
関

で
あ

る
森

林
管

理
署

が
間

伐
材

等
由

来
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

u
3

u
4

間
伐

材
等

由
来

　
根

拠
書

類
を

兼
ね

た
証

明
書

（
国

有
林

由
来

の
間

伐
材

の
売

買
契

約
書

）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

当
該

売
買

契
約

書
に

は
、

物
件

の
所

在
地

が
土

場
（
注

1
）
ま

で
の

記
載

と
な

っ
て

お
り

、
伐

採
箇

所
ま

で
は

不
明

と
な

っ
て

い
る

が
、

国
の

機
関

で
あ

る
森

林
管

理
署

が
間

伐
材

等
由

来
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

9 1
0

1
6

1
7

間
伐

材
等

由
来

間
伐

材
等

由
来

根
拠

書
類

に
森

林
の

伐
採

箇
所

が
未

記
載

で
あ

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
発

電
設

備
で

は
、

素
材

生
産

事
業

者
が

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
証

明
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
と

合
法

木
材

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
混

同
し

て
お

り
、

証
明

書
に

伐
採

箇
所

の
記

載
が

必
須

と
は

認
識

し
て

な
か

っ
た

た
め

と
し

て
い

る
。

（
注

）
　

「
土

場
」
と

は
、

一
般

的
に

は
、

切
り

出
し

た
材

木
を

一
時

集
め

て
お

く
場

所
の

こ
と

で
あ

る
。

2
11 4

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

№

根
拠

書
類

（
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

証
明

書
及

び
根

拠
書

類
に

記
載

さ
れ

た
伐

採
箇

所
の

照
合

は
行

っ
て

お
ら

ず
、

根
拠

書
類

と
し

て
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
が

添
付

さ
れ

て
い

れ
ば

、
間

伐
材

等
由

来
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
と

判
断

し
て

い
る

と
し

て
い

る
。

素
材

生
産

事
業

者
等

か
ら
伐

採
段

階
に
お
い
て
必

要
な
証

明
書

及
び
根

拠
書

類
は

提
出

さ
れ

て
い
た
が

、
記

載
内

容
が

不
十

分
で
、
当

該
証

明
書

に
記

載
す
べ

き
森

林
の

伐
採

箇
所

と
根

拠
書

類
に
記

載
す
べ

き
森

林
の

伐
採

箇
所

と
を
照

合
で
き
な
か

っ
た
例

（
1
0
発

電
設

備
3
0
納

入
ル

ー
ト
）

証
明

書
又

は
根

拠
書

類
に
森

林
の

伐
採

箇
所

が
未

記
載

の
た
め
、
両

者
の

伐
採

箇
所

を
照

合
で
き
な
か

っ
た
例

（
7
発

電
設

備
1
2
納

入
ル

ー
ト
）



ⅱ
）

c2
間

伐
材

等
由

来
c6 c7 c8 c9 c1

0
c1

1

d
2

間
伐

材
等

由
来

d
3

間
伐

材
等

由
来

d
6

間
伐

材
等

由
来

i1
0

間
伐

材
等

由
来

s2
間

伐
材

等
由

来

ⅲ
）

i1 i2 i4 i5 i9
間

伐
材

等
由

来
証

明
書

又
は

根
拠

書
類

に
お

け
る

森
林

の
伐

採
箇

所
の

記
載

が
林

班
と

地
番

で
表

記
が

異
な

る
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

納
入

時
に

森
林

経
営

計
画

書
の

図
面

で
、

証
明

書
に

記
載

さ
れ

た
伐

採
箇

所
と

合
っ

て
い

る
か

確
認

を
行

っ
て

い
る

た
め

、
証

明
書

と
根

拠
書

類
に

記
載

さ
れ

た
伐

採
箇

所
の

照
合

が
で

き
な

く
て

も
特

に
問

題
な

い
と

し
て

い
る

。

n
1

間
伐

材
等

由
来

証
明

書
又

は
根

拠
書

類
に

お
け

る
森

林
の

伐
採

箇
所

の
記

載
が

林
班

と
地

番
で

表
記

が
異

な
る

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
森

林
管

理
局

と
締

結
し

た
国

有
林

材
の

安
定

供
給

シ
ス

テ
ム

協
定

書
に

基
づ

き
、

間
伐

材
の

納
入

を
受

け
て

お
り

、
納

入
の

際
、

同
局

か
ら

は
、

間
伐

材
等

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

で
あ

る
旨

の
証

明
書

を
入

手
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
表

記
が

異
な

っ
て

い
て

も
、

特
に

問
題

は
な

い
と

考
え

て
い

る
と

し
て

い
る

。

間
伐

材
等

由
来

証
明

書
又

は
根

拠
書

類
に

お
け

る
森

林
の

伐
採

箇
所

の
記

載
が

林
班

と
地

番
で

表
記

が
異

な
る

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
証

明
書

及
び

根
拠

書
類

に
記

載
さ

れ
た

伐
採

箇
所

の
照

合
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
根

拠
書

類
と

し
て

森
林

経
営

計
画

の
認

定
書

の
鑑

が
添

付
さ

れ
て

い
れ

ば
、

間
伐

材
等

由
来

の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

と
判

断
し

て
い

る
と

し
て

い
る

。

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

　
証

明
書

に
森

林
の

伐
採

箇
所

の
詳

細
な

記
載

が
な

い
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

林
野

庁
が

定
め

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

証
明

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
は

、
伐

採
段

階
の

証
明

書
に

森
林

の
伐

採
箇

所
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

林
班

ま
で

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
の

か
、

市
町

村
名

ま
で

の
記

載
で

十
分

な
の

か
、

具
体

的
な

記
載

方
法

ま
で

は
定

め
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

素
材

生
産

事
業

者
等

に
よ

っ
て

は
統

一
し

た
記

載
方

法
と

な
っ

て
い

な
い

も
の

が
あ

る
と

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
伐

採
箇

所
を

記
載

す
る

場
合

で
も

、
市

町
村

名
等

ま
で

の
記

載
で

大
ま

か
な

伐
採

箇
所

を
確

認
で

き
る

の
で

、
市

町
村

名
等

ま
で

の
記

載
で

十
分

で
は

な
い

か
と

し
て

い
る

。

4 № 9

証
明

書
に

森
林

の
伐

採
箇

所
の

詳
細

な
記

載
が

な
い

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
証

明
書

及
び

根
拠

書
類

に
記

載
さ

れ
た

伐
採

箇
所

の
照

合
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
等

の
根

拠
書

類
を

入
手

す
れ

ば
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

由
来

を
判

別
で

き
る

た
め

、
詳

細
な

伐
採

箇
所

ま
で

の
記

載
は

不
要

で
は

な
い

か
と

し
て

い
る

。
一

般
木

質
由

来

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

3

証
明

書
に

森
林

の
伐

採
箇

所
の

詳
細

な
記

載
が

な
い

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
根

拠
書

類
と

の
整

合
性

の
確

認
は

行
っ

て
い

る
が

、
原

木
の

伐
採

箇
所

を
林

班
等

の
細

部
ま

で
把

握
し

て
い

た
と

し
て

も
、

対
象

の
森

林
が

複
数

あ
り

、
広

範
囲

に
至

る
場

合
、

１
枚

の
様

式
に

収
ま

ら
な

い
場

合
が

あ
る

の
で

、
そ

の
よ

う
な

場
合

は
、

証
明

書
に

地
番

、
林

班
ま

で
の

記
載

は
割

愛
し

て
い

る
と

し
て

い
る

。

  
  

  
 1

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

  
  

  
 2

  
「
№

」
欄

、
「
燃

料
チ

ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

」
欄

は
、

図
表

2
-
(3

)-
イ

-
①

に
対

応
し

て
い

る
。

証
明

書
に
森

林
の

伐
採

箇
所

の
記

載
は

あ
っ
た
が

、
市

町
村

名
の

み
で
あ
る
な
ど
地

番
ま
で
の

詳
細

な
記

載
が

な
い
た
め
、
根

拠
書

類
の

伐
採

箇
所

と
照

合
で
き
な
か

っ
た
例

（
4
発

電
設

備
1
2
納

入
ル

ー
ト
）

証
明

書
と
根

拠
書

類
で
記

載
さ
れ

た
森

林
の

伐
採

箇
所

が
林

班
と
地

番
で
表

記
が

異
な
る
た
め
、
両

者
の

伐
採

箇
所

を
照

合
で
き
な
か

っ
た
例

（
2
発

電
設

備
6
納

入
ル

ー
ト
）

9 1
9№ 1
4

（
注

)



№

1 ① 林野庁が作成した木質バイオマス証明ガイドラインは、内容が複雑で必要とされる書類の理解が難しい（都道
府県に照会しても、担当者によって見解が異なるケースもある）ので、より分かりやすい木質バイオマス証明ガイ
ドラインに見直してほしい。

また、都道府県や市町村、木質バイオマス証明ガイドラインに基づく事業者認定等を行った木材関係団体に
おいては、認定を行うに当たって、徹底した指導を行ってほしい。

② ダムや河川に集積された流木の取扱いについて、林野庁に質問したところ、流木は、一般的に一般廃棄物に
当たるので、市町村に照会してほしいと言われたが、市町村に照会しても、市町村によって考え方が異なるの
で、取扱いに苦慮している。国による統一的な見解を示してほしい。

3 ①

②

③

石炭と木質バイオマスを混焼しているような規模の大きな発電設備は、優位に燃料を買い集めることができる
ことから、発電規模の異なる発電設備の立地には集荷範囲が重ならないよう配慮が必要であり、適用する調達
価格も差を設けるべきではないか。

調達価格において、PKSや輸入チップは、一般木質由来のバイオマス＝24円/kWhとしているが、このような仕
組みは、国内の森林資源の循環に寄与せず、国民負担を強いてまで輸入燃料による木質バイオマス発電を推
進する必要はないと思う。

調達価格において、国有林から搬出された材は、間伐材等由来のバイオマス＝32円/kWhであるが、その国
有林から搬出された材を製材所で製材した際に発生する残材チップは、一般木質由来のバイオマス＝24円
/kWhとなってしまう。これを一律に間伐材等由来のバイオマス＝32円/kWhとして取り扱うことができるよう希望
する声が製材業界に多く聴かれる。

4 ① 間伐材等由来の燃料チップについて、現行でも発電設備の模別別の調達価格が設定されているが、現状の
価格区分では、大規模の発電設備であれば、遠方からガソリンを使ってでも木材を集めることができるので、省
エネに反する構図となってしまう。発電規模別に調達価格をさらに細分化してほしい。

②

③

　石炭等と木材を混焼する発電設備は、固定価格買取制度の認定の対象外としてほしい。

　固定価格買取制度が終了する20年後には、間伐材等は燃料として活用されなくなるのか心配である。

5 ① 既存の用途への影響を避けるため、燃料種及び集荷地域の変更時には、再エネ特措法に基づく変更認定申
請を義務付けることが必要であると考える。特に調達価格については予定価格を大幅に引き上げて調達するこ
とは規制するべきである。発電設備の認定を行う経済産業省は、年１回計画外からの調達がないか、またその
数量及び価格についても計画どおりか確認すべきであり、計画外の場合は、指導し、悪質な場合は、業務停止
命令等も行う必要があるのではないか。

② 林野庁の木質バイオマス証明ガイドラインによると、素材生産事業者等は、木材産業関係団体等の認定を受
ける必要がある。同庁では、認定を受けた素材生産事業者等が分別管理等を適正に行う旨の自主行動規範を
策定することによって、分別管理は適正に行われていると思っているようだが、認定権者は民間団体であり、認
定も申請時に手数料を納付すれば認定書を発行しているような団体もあると聞いたことがあり、実際に分別管理
をしているかどうか疑問である。また、分別管理が適当でないことが判明した場合の罰則はどこにもなく、林野庁
は民事で解決するように指導していることからみても、実質的な意味を有していない制度ではないか。

6 ① 輸入材由来の燃料チップについても、固定価格買取制度の買取対象となっているが、その由来証明に関して
国産材由来同様に厳密に適用すべきである。国産材の由来証明については、林野庁の木質バイオマス証明ガ
イドラインにおいて、木材関係団体等からの認定の取得や現場での分別管理が非常に厳格に定められている
のに対し、輸入チップや輸入ペレットに関しては、そこまで明確にルールが定められていないように感じる。

② 伐期を迎え、伐採（皆伐）する必要性があっても国有林や保安林は調達価格が高いのに対し、森林経営計画
などを立てていない民有林は調達価格が安いことについて、特に小規模な素材生産事業者に合理的な説明を
することは困難である。

③ 一般木質由来のバイオマスと同じ価格区分の中にPKSや輸入木材が含まれていることに違和感を感じる。
PKSや輸入木材をベース燃料とした大規模な発電設備の計画も多数立ち上がっており、こういった発電設備と
国内の林地残材等を主に燃料として扱っている発電設備とでは事業目的が全くといっていいほど異なってい
る。輸入木材利用と輸入化石燃料利用の違いは、CO2排出量の算定方法によるところのみであり、国内のエネ
ルギー自給率を高める観点からも税金を投入してまで推進すべき事業とは言い難いと思う。

④ 製材所で発生する樹皮（バーク）は、製材残材の一部となり、一般木質由来のバイオマスの調達価格（24円
/kWh）に分類されるが、加工や乾燥などの費用以外に設備の消耗など目に見えないコストもかかることから、現
行の調達価格では、扱っていくことが厳しいのが実情である。

製材所で発生する樹皮（バーク）などは、有効活用することで発電事業者間や既存産業との不要な調達競合
を減らすことにもつながることから、新たな燃料カテゴリー（28円/kWh）を設けてはどうか。

9

図表2－(3)－イ－⑤　調査対象とした発電事業者における固定価格買取制度に関する主な意見・要望

固定価格買取制度に関する主な意見・要望の内容

我が国における再生可能エネルギー政策が仮にドイツを追随するのであれば、特にバイオマス発電においては、
燃料種ごとの適正価格、出力規模ごとの発電コスト等の議論が改めて必要になると考えている。すなわち、ドイツの
政策の方向性と内容が現時点の日本においてマッチするものであるのか、国内の状況も十分に考慮し、検証する
必要がある。



№ 固定価格買取制度に関する主な意見・要望の内容

10

12

14

15

16 ① 固定価格買取制度は国民の経済的な負担によって成り立っており、厳正な運用が不可欠である。したがっ
て、当初の計画から何らかの変更があった場合は、軽重を問わず経済産業省に遺漏なく申請させるべきであ
り、また、申請の遅延及び内容に虚偽あった場合は、監督官庁は該当事業者に厳しく対処すべきであると考え
る。

② 固定価格買取制度そのものに対する意見ではないが、間伐材等由来の木材として取り扱うことのできるものの
一つに、森林経営計画の認定を受けた森林がある。しかし、現在、森林経営計画の事務作業は非常に煩雑な
ものとなっており、現実的に個人の山林保有者が経営計画を作成することは困難な状況となっている。その結
果として、間伐材放置による山林の荒廃につながり、将来の林業の活性化に支障を来すことが懸念される。この
ため、改善事項としては、地元地方公共団体の森林組合等の第三者の承認があることを条件に、経営計画の
申請作業の簡素化を図っていくべきであると考えている。

17

19

20 ① 他の発電施設からよく聞くのは、証明書によって間伐材等由来のチップであるということはわかるが、そのチッ
プがどこの山から産出された原木を用いて、加工されたチップなのかがわからない状況であるということ。この世
界は、基本は性善説によって成り立っているので、客観的な証明書を省略している場合が多い。そういった状況
の中で、地元の地方公共団体にチップの集荷状況をフィードバックするにしても、原木の産地情報がわからな
いとフィードバックしようがないのではないかと思う。

② 買取期間の20年が終了し、発電事業を終了せざるを得なくなった場合、燃料インフラも共倒れになる可能性
がある。地域によっては、いきなり、年間数万トンから数十万トンの供給が無くなることになり、全国のバイオマス
発電設備が、ほぼ同時期に立ち上がっていることから考えると、20年後に全国的な混乱が予想される。そのあた
りが、バイオマス発電設備が太陽光、風力と違う点であるので、資源エネルギー庁には20年後の制度設計をお
願いしたい。

21 ① 外国産の燃料チップの使用比率が高い案件は、出力規模が大きいことが多く、海外からの燃料調達に不具合
が生じた場合、国内の燃料チップ相場に与える影響が非常に大きくなることが懸念される。また、発電出力が大
きい事業ほど、燃料単価の上昇分を許容できるので、最終的に発電出力の大きな発電設備のみが生き残る可
能性を否定できない。これらの点から勘案すると、現行制度上は制限が設けられていないが、使用燃料に占め
る外国産の比率や発電出力に制限があってもよいのではないか。

② 長期的な将来に期待することは、「甚大な災害対策としての発電場所の分散」効果を大きくするため、一般電
気事業者等が保有する50万ｋW以上の発電所が被災した場合の停電範囲を正確に見積もり、固定価格買取制
度の設備認定を受けた発電設備を最大限活用できるように系統運用方法の見直しを図っていただきたい。

（注）1

      2 「№」欄は、図表2－(3)－ア－④に対応している。

現在、バイオマス発電設備が全国各地で開設され、様々な形で雇用が生まれていると思うが、固定価格買取制度
が終了した後も安定した雇用の維持が継続できるのかが一つのカギになると考える。

また、山にある本当に使われていない「林地未利用材」が使われず、他の用途にも利用できる材料を取り合ってい
るのが現状であると感じる。

このような現状を踏まえると、既存事業の雇用を守りながら、利用されない未利用木材をエネルギーに活用される
ような価格区分、審査体制と、既存事業がさらに発展し、産業競争力が向上していくような助成が必要と考える。

草は木質バイオマスではないが、山林についてまわるもので毎年一定量出てくる。これを「一般廃棄物その他のバ
イオマス」とし、発電に利用することで山林の整備にプラスにならないか検討をお願いしたい。

当省の調査結果による。

現制度では、同じ山林から搬出された木材が、その流通の過程の違いで価値が異なることになっているが、本来
最も木材のカスケード利用に即した製材端材が一般木質バイオマスとなり、間伐材等由来のバイオマスの調達価格
よりも低い価格になってしまうことに強い矛盾を感じている。

他県では、既に製紙会社と燃料チップを巡って、争奪戦が起きていると聞くが、これは未利用材を活用した場合の
み、最も高い価格を適用するとした、木質バイオマス証明ガイドラインの趣旨に反しているのではないか。現場で木
質バイオマス証明ガイドラインに逸脱した行為が行われても、放置されていることが問題であると思われる。木質バイ
オマス証明ガイドラインからの逸脱行為を監視するために、違反を監視する機関や、悪質な場合は罰則を適用でき
る仕組みを検討する必要があるのではないか。

固定価格買取制度の買取対象となるバイオマス燃料（木質、PKS、農作物残さ、豆かす、動物、排泄物、産業廃棄
物、一般廃棄物など）と買取価格を網羅した一覧表を示してほしい。

固定価格買取制度の本体に対する意見・要望ではないが、燃料調達において、地方公共団体による補助（運賃
補助など）を受けている発電設備があるが、これは、既存の製紙会社やチップ加工会社、当社などの補助を受けて
いない既存の発電設備などに対しては、差別的な扱いと言える。補助が無くなった場合、周辺の燃料流通にも影響
を及ぼすことも懸念されるため、行政補助のあり方の見直しを含め対処していただきたい。
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図表 2－(3)－ウ－① 廃棄物処理法等における廃棄物の定義に関する規定 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）（抜粋） 

（定義） 

第 2 条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性

物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。 

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

3 （略） 

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チック類その他政令で定める廃棄物 

二 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令

で定めるものに限る。第 15 条の４の５第１項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に

入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）

を除く。） 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第 4 条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図

り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理

に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等

その能率的な運営に努めなければならない。 

2  都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与える

ことに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄

物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進

を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとと

もに、市町村及び都道府県に対し、前２項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財

政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。 

4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、こ

れらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）（抜粋） 

（産業廃棄物） 

第 2条 法第 2条第 4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 

一 （略） 

二 木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、木 

材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃

貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために

使用したこん包用の木材を含む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限

る。） 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－ウ－② 経済産業省資源エネルギー庁における固定価格買取制度のホームページ 

(抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 枠は当省が付した。 

 

  



図表 2－(3)－ウ－③ 廃棄物処理施設における固定価格買取制度（FIT 制度）ガイドブック（平成

25 年 4 月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）（抜粋） 

 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－エ－① 木質ペレット生産量の推移及び木質資源利用ボイラー数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「平成 27 年度森林・林業白書」（平成 28 年 5 月 17 日公表）による。 
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図表2-(3)-エ-③　木の駅プロジェクト取組状況

№ 木の駅プロジェクト名 所在地
登録者数

(人）
出荷量
（t/年）

材の主な用途
林家への支払単
価（円/ｔ）

1 笠周木の駅プロジェクト 岐阜県恵那市 58 400 チップ 6,000

2 智頭木の宿場 鳥取県智頭町 50 345 チップ 6,000

3 旭木の駅プロジェクト 愛知県豊田市 53 300 チップ 6,000

4 木の駅上石津 岐阜県大垣市 29 68 その他 4,000円/m3

5 さめうら水源の森木の駅プロジェクト 高知県土佐町 36 - チップ 6,000

6 エコビレッジ阿波木の駅プロジェクト 岡山県津山市 14 55 チップ 6,000

7 白鳥町木の駅プロジェクト 岐阜県郡上市 7 26 チップ -

8 高鷲町木の駅プロジェクト 岐阜県郡上市 6 44 チップ 4,000

9 二ツ井宝の森林プロジェクト 秋田県能代市 19 168 材 4,600

10 吉賀町木の駅プロジェクト 島根県吉賀町 21 140 チップ 4,500円/m3

11 丹波篠山木の駅プロジェクト 兵庫県篠山市
約60

（出荷者）
約70 その他 6,000

12
奥出雲町オロチの深山きこりプロ
ジェクト

島根県奥出雲市 48 609 チップ 6,000

13 うんなん木の駅プロジェクト 島根県雲南市 75 313m3/年 チップ 6,000

14 信州木の駅プロジェクト 長野県辰野町 6 8 薪 4,750

15 やまおか木の駅プロジェクト 岐阜県恵那市 17  400（目標） 薪 6,000

16 とうえい木の駅プロジェクト 愛知県東栄町
17人
5団体

235 チップ 6,000

17 秋葉道木の駅プロジェクト 愛知県新城市 10 150 チップ 6,000

18 木の駅プロジェクト美和 茨城県常陸大宮市 48 277m3/年 その他 5,000円/m3

19 鬼の搬出プロジェクト 岡山県美作市 21 13ｔ/期 - -

20 木の駅どうしプロジェクト 山梨県道志村 25 386 その他 5,200円/m3

21 津和野木の駅プロジェクト 島根県津和野町 28 237 チップ 5,500～6,000

22 「木の駅」INつぼがわ活動組織 岐阜県関市 - - - -

23 よしの木の駅プロジェクト 奈良県吉野郡吉野町 - - - -

24 ちちぶ木の駅プロジェクト 埼玉県秩父市 30 127m3/年 その他 4,000円/m3

25 「木の駅プロジェクトなかがわ」 栃木県那珂川町 14 150t/45日 チップ 5,500

26 木の駅ねばりん 長野県根羽村 30 - 薪 6,000

27 京丹後木の駅プロジェクト 京都府京丹後市 30 160 チップ 6,000

28 「木の駅」INいたどりがわ 岐阜県関市 - - - -

29 能登町里山「木の駅」 石川県能登町 38 90 チップ 6,000

30 甲賀木の駅プロジェクト 滋賀県甲賀市 42 200 チップ 6,000

31 木の駅白山 三重県津市 - - - -

32 額田木の駅プロジェクト 愛知県岡崎市 58 800 チップ
6,000（ただし、事
務局経費として
5％差し引く）

33 木の駅やっちろゴロタン 熊本県八代市 21 1,200 チップ 3700～5700

34 しらたか木の駅プロジェクト 山形県白鷹町 20 83 チップ 6,000

35 東城木の駅 広島県庄原市 95 600 - 6,000

36 木の駅かわね 静岡県榛原郡川根本町 - - - -

37
「い～にゃん森の恵み」林活プロジェ
クト

島根県飯南町 76 160 その他 6,000

38 高山市木の駅 岐阜県高山市 - - - -

39 小国木の駅プロジェクト 熊本県阿蘇郡小国町 - - - -

40 丹波市木の駅プロジェクト 兵庫県丹波市 - - - -

合計 22県37市町村 1,102 - - -

 (注)　木の駅プロジェクトホームページに基づき、当省が作成した（平成29年2月末現在）。
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で
林

業
に

関
わ

り
の

あ
る

、
自

営
業

者
、

一
人

親
方

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、

地
域

お
こ

し
協

力
隊

及
び

林
業

研
究

グ
ル

ー
プ

を
対

象
と

し
て

、
「
高

知
県

小
規

模
林

業
推

進
協

議
会

」
を

設
立

し
て

お
り

、
2
8
年

1
月

現
在

の
会

員
数

は
2
8
0
人

（
参

加
を

希
望

す
る

者
が

任
意

に
会

員
登

録
す

る
仕

組
み

）
と

な
っ

て
い

る
。

高
知

県
で

は
、

当
該

協
議

会
に

登
録

し
た

会
員

に
対

し
、

バ
ッ

ク
ホ

ウ
(0

.2
5
m

3
規

格
相

当
以

下
）
、

林
内

作
業

車
、

ダ
ン

プ
ト
ラ

ッ
ク

等
の

木
材

の
集

材
・
運

搬
に

必
要

な
林

業
機

械
に

つ
い

て
、

月
額

1
5
万

円
、

レ
ン

タ
ル

期
間

は
3
か

月
以

内
を

上
限

と
し

て
、

当
該

機
械

を
レ

ン
タ

ル
し

た
際

の
費

用
の

一
部

を
助

成
す

る
「
自

伐
林

家
等

林
業

機
械

レ
ン

タ
ル

」
事

業
を

実
施

（
2
7
年

度
の

執
行

額
：
8
4
7
千

円
）
し

て
い

る
。

熊
本

県
で

は
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
自

伐
林

家
等

を
含

む
地

域
の

新
た

な
林

業
の

担
い

手
を

育
成

す
る

た
め

、
林

業
研

究
グ

ル
ー

プ
（
各

地
域

の
自

伐
林

家
等

で
組

織
す

る
中

核
的

団
体

）
等

が
、

森
林

所
有

者
2
人

以
上

の
所

有
林

を
対

象
と

し
て

素
材

生
産

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

、
木

材
生

産
計

画
の

作
成

等
に

要
す

る
経

費
（
1
団

体
当

た
り

の
助

成
上

限
額

5
0
万

円
）
及

び
グ

ラ
ッ

プ
ル

、
林

内
作

業
車

な
ど

の
林

業
機

械
の

導
入

に
要

す
る

経
費

（
1
団

体
当

た
り

の
助

成
上

限
額

な
し

、
補

助
率

1
/
2
以

内
）
を

支
援

す
る

「
地

域
林

業
担

い
手

育
成

実
践

モ
デ

ル
事

業
」
を

実
施

し
て

お
り

、
2
7
年

度
は

、
2
団

体
に

対
し

、
計

5
4
3
万

円
を

助
成

し
て

い
る

。

　
静

岡
市

で
は

、
従

前
は

、
森

林
組

合
等

の
林

業
事

業
体

向
け

に
実

施
し

て
い

た
ハ

ー
ベ

ス
タ

（
注

1
）
や

フ
ォ

ワ
ー

ダ
（
注

2
）
な

ど
の

高
性

能
林

業
機

械
の

助
成

事
業

「
静

岡
市

森
林

環
境

基
金

事
業

（
林

業
機

械
購

入
費

補
助

事
業

）
」
（
1
団

体
当

た
り

の
助

成
上

限
額

6
0
0
万

円
）
に

つ
い

て
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
自

伐
林

家
を

含
む

林
業

事
業

体
に

も
、

助
成

対
象

範
囲

を
拡

大
し

て
お

り
、

2
6
年

度
は

、
森

林
組

合
等

計
7
団

体
（
う

ち
3
団

体
が

自
伐

林
家

等
）
に

4
,2

0
0
万

円
（
う

ち
自

伐
林

家
等

が
1
,8

0
0
万

円
）
を

助
成

し
て

い
る

。

（
注

1
）
　

ハ
ー

ベ
ス

タ
・
・
・
従

来
チ

ェ
ン

ソ
ー

で
行

っ
て

い
た

立
木

の
伐

倒
、

枝
払

い
等

の
各

作
業

と
玉

切
り

し
た

材
の

集
積

作
業

を
一

貫
し

て
行

う
自

走
式

機
械

（
注

2
）
　

フ
ォ

ワ
ー

ダ
・
・
・
・
 玉

切
り

し
た

短
幹

材
を

グ
ラ

ッ
プ

ル
ク

レ
ー

ン
で

荷
台

に
積

ん
で

運
ぶ

集
材

専
用

の
自

走
式

機
械

②
　
技

術
面

の
支

援
措

置

ⅰ
）

支
援
措
置
の
内
容

　
三

重
県

で
は

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
、

「
木

の
駅

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
」
の

導
入

を
目

指
す

森
林

所
有

者
や

自
伐

林
家

に
対

し
、

自
伐

林
家

等
の

多
く

は
、

伐
採

の
経

験
は

多
少

あ
っ

て
も

、
中

径
木

以
上

の
伐

採
や

伐
採

し
た

間
伐

材
等

の
搬

出
・
採

材
・
造

材
の

経
験

は
あ

ま
り

な
い

と
し

て
、

森
林

組
合

に
委

託
し

、
伐

採
し

た
間

伐
材

等
の

搬
出

技
術

を
指

導
す

る
実

践
的

研
修

を
実

施
し

て
い

る
。

同
年

度
に

お
い

て
は

、
県

内
の

5
地

区
で

計
5
回

の
研

修
を

実
施

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
、

森
林

所
有

者
や

自
伐

林
家

に
よ

る
主

体
的

な
森

林
管

理
を

推
進

す
る

た
め

「
木

の
駅

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
」
の

導
入

を
進

め
て

お
り

、
意

欲
の

あ
る

地
域

で
の

「
木

の
駅

」
の

仕
組

み
づ

く
り

や
森

林
の

土
地

所
有

者
等

に
対

し
て

間
伐

や
搬

出
等

の
実

践
的

な
技

術
研

修
を

森
林

組
合

に
委

託
し

て
実

施
し

て
い

る
。

同
年

度
に

お
い

て
は

、
県

内
の

5
地

区
で

計
6
回

の
研

修
を

実
施

し
て

い
る

。

自
伐

林
家

等
の

林
業

機
械

の
導

入
に
係

る
費

用
等

の
一

部
を
助

成
す
る
事

業
を
実

施
し
て
い
る
例

（
2
道

府
県

1
市

町
村

）

道
府

県
・
市

町
村

名

高
知

県

静
岡

市

熊
本

県

木
の

駅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

導
入

を
検

討
し
て
い
る
森

林
所

有
者

や
自

伐
林

家
等

を
対

象
と
し
て
、
伐

採
し
た
間

伐
材

等
の

搬
出

技
術

を
指

導
す
る
実

践
的

研
修

を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

）

道
府

県
・
市

町
村
名

三
重

県



ⅱ
）

支
援
措
置
の
内
容

高
知

県
で

は
、

小
規

模
林

業
の

推
進

を
図

る
と

と
も

に
、

林
業

の
担

い
手

の
裾

野
を

広
げ

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

平
成

2
7
年

1
月

に
、

県
内

で
林

業
に

関
わ

り
の

あ
る

、
自

営
業

者
、

一
人

親
方

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、

地
域

お
こ

し
協

力
隊

及
び

林
業

研
究

グ
ル

ー
プ

を
対

象
と

し
て

、
「
高

知
県

小
規

模
林

業
推

進
協

議
会

」
を

設
立

し
て

お
り

、
2
8
年

1
月

現
在

の
会

員
数

は
2
8
0
人

（
参

加
を

希
望

す
る

者
が

任
意

に
会

員
登

録
す

る
仕

組
み

）
と

な
っ

て
い

る
。

高
知

県
で

は
、

主
に

当
該

協
議

会
に

登
録

し
た

会
員

向
け

（
一

部
の

支
援

メ
ニ

ュ
ー

は
会

員
以

外
の

自
伐

林
家

等
に

対
し

て
も

支
援

可
能

）
に

「
政

策
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
と

し
て

各
種

支
援

メ
ニ

ュ
ー

を
用

意
し

て
お

り
、

例
え

ば
、

技
術

面
の

支
援

と
し

て
、

労
働

災
害

を
防

止
す

る
た

め
に

、
現

場
経

験
が

豊
か

な
者

を
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

派
遣

し
、

技
術

指
導

を
実

施
す

る
際

の
派

遣
費

用
や

傷
害

保
険

の
加

入
に

要
す

る
掛

金
等

を
助

成
す

る
「
小

規
模

林
業

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

等
事

業
」
を

実
施

（
2
7
年

度
の

執
行

額
：
3
,3

9
1
千

円
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
回

数
：
6
6
回

）
し

、
安

全
対

策
を

強
化

し
て

い
る

ほ
か

、
現

場
に

お
い

て
N

P
O

法
人

等
が

模
範

と
な

っ
て

、
小

規
模

で
副

業
に

よ
る

経
営

を
行

う
林

家
を

対
象

に
作

業
道

の
開

設
方

法
や

間
伐

材
等

の
搬

出
方

法
な

ど
技

術
研

修
を

実
施

す
る

際
の

経
費

を
助

成
す

る
「
副

業
型

林
家

育
成

支
援

事
業

」
を

実
施

（
2
7
年

度
の

執
行

額
：

1
,4

8
6
千

円
、

研
修

の
参

加
者

数
：
3
0
人

）
し

て
い

る
。

ⅲ
）

支
援
措
置
の
内
容

熊
本

県
で

は
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
、

山
村

集
落

の
活

力
を

高
め

る
た

め
の

新
た

な
山

村
を

支
え

る
担

い
手

（
自

伐
林

家
・
女

性
林

業
担

い
手

）
の

発
掘

・
育

成
を

図
り

、
併

せ
て

地
域

リ
ー

ダ
ー

で
あ

る
林

業
研

究
グ

ル
ー

プ
等

の
活

動
を

支
援

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

「
森

づ
く

り
塾

活
動

支
援

事
業

」
を

実
施

し
て

い
る

。
平

成
2
7
年

度
に

お
け

る
支

援
実

績
を

み
る

と
、

①
こ

れ
か

ら
森

づ
く

り
を

始
め

る
と

い
う

森
林

所
有

者
が

「
林

業
の

基
礎

知
識

等
」
を

学
ぶ

基
礎

講
座

に
つ

い
て

は
、

4
人

の
参

加
が

あ
り

、
②

地
域

リ
ー

ダ
ー

が
指

導
者

と
し

て
の

「
心

得
や

指
導

方
法

等
」
を

学
ぶ

教
え

方
講

座
に

つ
い

て
は

、
7
人

の
参

加
が

あ
り

、
③

こ
れ

か
ら

森
づ

く
り

を
始

め
る

と
い

う
森

林
所

有
者

に
対

し
、

地
域

リ
ー

ダ
ー

が
整

備
方

法
の

現
地

指
導

等
を

行
う

取
組

に
つ

い
て

は
、

林
業

研
究

グ
ル

ー
プ

4
団

体
が

参
加

し
て

い
る

。

郡
上

市
で

は
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
、

林
業

事
業

体
に

委
託

し
、

森
林

施
業

経
験

の
あ

ま
り

な
い

森
林

所
有

者
を

対
象

に
、

市
有

林
を

用
い

て
間

伐
の

理
論

と
チ

ェ
ン

ソ
ー

等
を

使
っ

た
安

全
作

業
等

の
方

法
を

習
得

さ
せ

る
た

め
、

「
山

主
の

た
め

の
安

全
な

自
力

間
伐

講
習

」
を

実
施

し
て

お
り

、
2
7
年

度
に

お
い

て
は

、
計

8
回

の
講

習
を

実
施

し
、

延
べ

5
5

人
が

参
加

し
て

い
る

。

四
万

十
町

で
は

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
、

林
業

事
業

体
に

委
託

し
、

森
林

所
有

者
等

に
山

へ
目

を
向

け
て

も
ら

え
る

よ
う

、
チ

ェ
ー

ン
ソ

ー
、

刈
払

い
機

の
使

用
方

法
や

、
林

内
作

業
車

の
運

転
技

術
、

作
業

道
の

開
設

方
法

な
ど

を
習

得
さ

せ
る

「
自

伐
林

業
者

等
育

成
研

修
」
を

実
施

し
て

お
り

、
2
7
年

度
に

お
い

て
は

、
計

5
回

の
研

修
を

実
施

し
、

延
べ

3
4
人

が
参

加
し

て
い

る
。

（
注

）
　

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

郡
上

市

四
万

十
町

道
府

県
・
市

町
村
名

熊
本

県

高
知

県

森
林

施
業

に
関

心
の

低
い
森

林
所

有
者

を
自

伐
林

家
に
育

成
す
る
た
め
、
チ
ェ
ン
ソ
ー
等

を
用

い
た
間

伐
の

基
本

的
な
技

術
指

導
を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

2
市

町
村

）

小
規

模
な
自

伐
林

家
等

を
対

象
と
し
て
協

議
会

を
設

立
し
、
当

該
協

議
会

に
登

録
し
た
会

員
に
安

全
講

習
の

実
施

や
作

業
道

の
開

設
方

法
な
ど
技

術
指

導
を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

）

道
府

県
・
市

町
村
名




